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はじめに 
 
 
本稿は、産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小委

員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ（「2007
年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等」（平成 19年 12月 14日））の追補版
である。 
 
＜追補内容＞ 
  Ⅰ章 2007年度 自主行動計画の評価・検証の経過 

Ⅱ章 2007 年度 自主行動計画の評価・検証結果（経済産業省所管業種） 
Ⅲ章 自主行動計画の深掘・対象範囲拡大等（各省庁所管業種の進捗状況） 
Ⅳ章 改定目標達成計画上の自主行動計画 

 
 
政府は、平成 20 年３月の京都議定書目標達成計画の改定に向けて、計画の新規策定や目標

引き上げ等の自主行動計画の拡大・強化を横断的課題として積極的に推進してきたが、12月の
とりまとめ時点において、計画の新規策定等の具体的措置を実行していない業種も存在した。 
 
そのため、12 月のとりまとめにおいて、その後の進捗状況を再確認するため、必要に応じて

合同会議を開催することとし、これを反映した産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中
央環境審議会地球環境部会合同会合の最終報告（案）（平成 19年 12月 21日）においても同様
に、「今後、進捗状況を再確認するため、必要に応じ、再度フォローアップを行う」としていた。 
  
これを踏まえ、平成 20 年３月 17日、産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動

計画評価・検証制度小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同
会議を開催し、経済産業省所管業種及び各省庁所管業種の最近の進捗状況について審議を行っ
た。 
 
 本追補版は、平成 19 年 12 月以降も含め、2007 年度全体の自主行動計画の拡大・強化の進
捗状況を整理するとともに、これらの進捗を踏まえて、改定 京都議定書目標達成計画（平成
20年３月 28日 閣議決定）において、自主行動計画関係部分の記載にどのように反映されてい
るか等を中心に、産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合
同小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ
（平成 19年 12月 14日）を追補するものである。 
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Ⅰ．2007年度 自主行動計画の評価・検証の経過 
 
◆ 政府は、平成20年３月の京都議定書目標達成計画（以下、「目標達成計画」）の改定に向け
て、自主行動計画の拡大・強化を政府横断的な課題として積極的に推進してきた。 

 
◆ 2007年度の自主行動計画の評価・検証は、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中
央環境審議会地球環境部会の合同会合（以下、「合同会合」）における目標達成計画の見直し
の検討とも連携して実施した。その経過は以下のとおり。 

 
 
2007年度 自主行動計画の評価・検証（経過） 
 
２００７年 

４月１７日  産構審・中環審 合同会合（第１４回） 
            ●「排出量及び取組の状況等に関する論点整理（案）」審議・決定 

６月２７日  産構審・中環審 合同会合（第１８回） 
            ●関係業界等からのヒアリング（電力、鉄鋼、経団連、学校、病院） 
            ●自主行動計画の進捗状況等について（各省庁からのヒアリング） 

８月１０日  産構審・中環審 合同会合（第２１回） 
            ●「中間報告（案）」とりまとめ 

９月２６日  産構審・中環審 合同会合（第２２回） 
●「中間報告」 決定・公表 

１０月１１日  産構審・中環審 合同会合（第２３回） 
             〔産構審・総合エネ調自主行動計画フォローアップ合同小委員会  

関係ワーキンググループ 合同会議〕 
            ●経済産業省所管業種①（電力、鉄鋼、化学、石油、製紙、セメント業等） 
 １０月１７日  産構審・中環審 合同会合（第２４回） 

                〔産構審・総合エネ調自主行動計画フォローアップ合同小委員会  
関係ワーキンググループ 合同会議〕 

            ●経済産業省所管業種②（電機・電子、自動車、流通・サービス業） 
 １０月２３日  産構審・中環審 合同会合（第２５回） 
            ●経済産業省以外の主要業種  
 １１月 ５日  産構審・総合エネ調 自主行動計画フォローアップ合同小委員会 
          中環審 自主行動計画フォローアップ専門委員会 合同会議 
            ●「２００７年度自主行動計画フォローアップ 結果及び今後の課題等（案）」審議 
 １２月１４日   産構審・中環審 合同会合（第２９回） 

●「２００７年度自主行動計画フォローアップ 結果及び今後の課題等」決定・公表 
 １２月２１日  産構審・中環審 合同会合（第３０回） 
            ●「最終報告（案）」とりまとめ 

２００８年  
  ２月 ８日    ●産構審・中環審  最終報告 決定・公表 
  ２月２９日  地球温暖化対策推進本部における 
               ●「京都議定書目標達成計画（改定案）」とりまとめ 

３月１７日   産構審・総合エネ調自主行動計画評価・検証制度小委員会 
       中環審地球環境部会自主行動計画フォローアップ専門委員会 合同会議 
         ●経済産業省、環境省をはじめとする各省庁の主要業種 

 
【 ３月２８日    ●改定「京都議定書目標達成計画」 閣議決定 】 
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◆ 前回の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小委
員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ
（「2007年度自主行動計画フォローアップ 結果及び今後の課題等」（平成 19年 12月 14日））
は、合同会合の最終報告（案）のとりまとめ（平成19年12月 21日）にあたり、その時点ま
での自主行動計画の拡大・強化の進捗状況を整理したものであった。 

 
◆ その時点においては、計画の新規策定や目標の引き上げ等の具体的措置を実行していない
業種も存在した。そのため、12月のとりまとめにおいては、その後の進捗状況を再確認する
ため、必要に応じて合同会議を再び開催することとし、これを反映した合同会合の最終報告
案においても同様に、「進捗状況を再確認するため、必要に応じ、再度フォローアップを行う」
こととしていた。 

 
◆ これを受けて、平成 20年３月 17日に産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行
動計画評価・検証制度小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の
合同会議を開催し、経済産業省及びその他省庁の所管業種の進捗状況について、再度、評価・
検証を実施したところ、その結果はⅡ章及びⅢ章のとおりであった。これらについては、Ⅳ
章で示すとおり、改定目標達成計画（平成 20 年３月 28日閣議決定）にも適切に反映されて
いる。 
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Ⅱ．2007年度 自主行動計画の評価・検証結果（経済産業省所管業種） 

 

１．全体概要 

 
◆ 2007 年度の評価・検証の対象は、自主行動計画を新規策定した４業種（情報サービス、リ
ース、家電量販店、特定規模電気事業者）を含む合計 39 業種である。 

 
◆ 対象 39 業種のうち、2006 年度実績において、目標を達成している業種は 25 業種、目標
を達成していない業種は 14 業種である。 

 
◆ 目標を達成している 25業種のうち、21業種が目標引き上げを実施した。そのうち７業種
は２年連続の引き上げを実施した。 

※前回の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小委員会、
中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ（平成 19年 12
月 14日）時点では、18業種が目標引き上げを実施。その後、2008 年３月の合同会議までに、
さらに４業種（日本建設機械工業会、日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン
協会及び日本百貨店協会）が目標引き上げを実施（うち１業種（日本百貨店協会）は 2007年度
２回目の目標引き上げ）。 

 
◆ これらを踏まえた、2007 年度の評価・検証結果の概要は以下のとおり。 

※2007年 12月の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小
委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ結果を、
2008年３月に行われた 2007年度２回目の進捗点検の結果を踏まえて修正。 

 
評価結果の概要 

☆Ａ ９業種

☆Ｂ ４業種

◎Ｂ －

◎Ｃ １業種

○
順調に改善傾向にある、または、今
後の対策内容と効果が特に具体的・
定量的に示され、十分に目標達成が
可能と判断される業種

３業種

昨年度
5業種

○ ３業種

△
現状のままでは目標達成は容易では
ないが、今後の対策を十分に実施す
ることにより、目標達成が可能な範
囲にあると判断される業種

８業種

昨年度
7業種

△ ８業種

× 現状のままでは目標達成が困難と判
断される業種

－

昨年度
なし

× －

本年度自主行動計画を新規策定し、
かつ、目標未達成の業種

３業種
昨年度
なし

○または△ ３業種

　

◎

◎Ｓ目
標
達
成
業
種

４業種

昨年度
13業種

◎Ａ目標を既に達成している業種

３業種

☆ 既存の目標を達成した上で、本年
度、目標を引き上げた業種

２１業種

昨年度
8業種

☆Ｓ
目
標
引
き
上
げ
業
種 ☆Ｃ

目標達成の蓋然性の観点からの分類 本年度の評価指標

５業種

２業種

１業種

目
標
未
達
成
業
種

 

(注１) 

(注２) 
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（注１）☆：既存の目標を達成した上で、本年度、目標を引き上げた業種について、以下の２つの要件により、ＳＡＢＣと評価。 

①：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少、②：新目標の水準が 2006年度実績以上 
 

☆S：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少し、かつ、新目標の水準が 2006年度実績以上 
（要件①②いずれも満たす業種） 

☆A：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少したものの、新目標の水準が 2006年度実績未満 
（要件①のみ満たす業種） 

☆B：ＣＯ２排出量が基準年度比で増加したものの、新目標の水準が 2006年度実績以上 
（要件②のみ満たす業種） 

☆C：ＣＯ２排出量が基準年度比で増加し、かつ、新目標の水準が 2006年度実績未満 
（要件①②いずれも満たさない業種） 

 
（注２）◎：目標を既に達成している業種(目標を引き上げた業種を除く。)について､以下の２つの要件により、ＳＡＢＣと評価。 

①：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少、②：2006 年度までの連続達成期間が１～２年 
 

◎S：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少し、かつ、連続達成期間が１～２年 
（要件①②いずれも満たす業種） 

◎A：ＣＯ２排出量が基準年度比で減少したものの、連続達成期間が３年以上 
（要件①のみ満たす業種） 

◎B：ＣＯ２排出量が基準年度比で増加したものの、連続達成期間が１～２年 
（要件②のみ満たす業種） 

◎C：ＣＯ２排出量が基準年度比で増加し、かつ、連続達成期間が３年以上 
（要件①②いずれも満たさない業種） 

 
※複数目標を設定している業種に対する評価について 

複数の目標指標を設定している業種のうち、一方の目標指標と他方の目標指標の評価が異なる場合については、「いずれの
目標指標についても、その達成を行うことが必要」との基本的考えの下、当該業種に対する評価としては、いずれか低い方の
評価を採用する。 

 
 

2007年度 自主行動計画の評価・検証結果（各業種の目標達成状況と基準年度比排出量の増減） 

目
標
達
成

目
標
達
成

目
標
未
達
成

目
標
未
達
成

ＣＯ２排出量増加（基準年度比）ＣＯ２排出量増加（基準年度比）

▲ 8.4
▲ 20.3
▲ 10.5
▲ 17.9

▲ 3.9

▲ 25.4
▲ 71.4
▲ 12.0
▲ 23.7
▲ 52.7
▲ 30.1
▲ 4.8
▲ 0.8
▲ 6.6

▲ 21.4
▲ 12.3  

▲ 42.1

+ 17.9

+ 20.5
＋56.8
＋ 7.3
+ 10.9
+ 26.0

+   7.2

ＣＯ２排出量
増減（％）

▲ 5.1

▲25.9

▲ 2.4

▲ 2.8

+    9.0
+  66.0
＋ 95.0
＋205.6

+   31.3
+   77.8
+   12.0

＋1,590.9

△

☆Ｓ

☆Ａ

◎S

◎A

☆Ｂ

☆C

1. 日本化学工業協会（エネルギー原単位）
2.2. 電機・電子４団体（ＣＯ２原単位）電機・電子４団体（ＣＯ２原単位）
3.3. 日本チェーンストア協会（エネルギー原単位）日本チェーンストア協会（エネルギー原単位）
4.4. 日本フランチャイズチェーン協会（エネルギー原単位）日本フランチャイズチェーン協会（エネルギー原単位）

5. 石油連盟（エネルギー原単位）
6.6. 日本百貨店協会（エネルギー原単位）日本百貨店協会（エネルギー原単位）
7. チェーンドラッグストア協会（エネルギー原単位）

8. 特定規模電気事業者（ＣＯ２原単位）

赤字：２年連続で目標を引き上げた業種

◎C

○
１ 日本鉄鋼連盟

（エネルギー消費量）
２ 日本貿易会（ＣＯ２排出量）

３ 日本ベアリング工業会
（ＣＯ２原単位）

1 日本自動車部品工業会
（ＣＯ２原単位、ＣＯ２排出量）

2 日本産業機械工業会
（ＣＯ２排出量）

３ 電気事業連合会（ＣＯ２原単位）
４ 石油鉱業連盟（ＣＯ２原単位）
５ 日本ＬＰガス協会
６ 日本自動車車体工業会（ＣＯ２排出量）
７ 日本工作機械工業会

（エネルギー原単位、エネルギー消費量）
８ 日本産業車両協会（ＣＯ２排出量）

☆：目標引き上げ業種
◎：目標達成業種
○、△：目標未達成業種
なお、目標達成業種（☆、◎）については、CO2排出量の増減や目標引き上げ水準
等の要件により、ＳＡＢＣを評価。

大手家電流通懇談会（エネルギー原単位）
情報サービス産業協会（エネルギー原単位）
リース事業協会（エネルギー原単位）

○または△：

1. 日本製紙連合会（エネルギー原単位、CO2原単位）
2. セメント協会（エネルギー原単位）
3.3. 日本伸銅協会（エネルギー原単位）日本伸銅協会（エネルギー原単位）
4.4. 日本電線工業会（エネルギー消費量）（ﾒﾀﾙ電線）、日本電線工業会（エネルギー消費量）（ﾒﾀﾙ電線）、

（エネルギー原単位）（光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ））（エネルギー原単位）（光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ））
5. 日本ゴム工業会（エネルギー原単位、ＣＯ２排出量）

6. 日本自動車工業会（ＣＯ２排出量）
7. 日本ガス協会（ＣＯ２原単位、ＣＯ２排出量）
8. 石灰製造工業会（エネルギー消費量）
9. 板硝子協会（エネルギー消費量、ＣＯ２排出量）
10.10. 日本染色協会（エネルギー消費量、ＣＯ２排出量）日本染色協会（エネルギー消費量、ＣＯ２排出量）
11. 日本衛生設備機器工業会（ＣＯ２排出量）
12. 日本アルミニウム協会（エネルギー原単位）
13. 日本鉱業協会（エネルギー原単位）
14. 日本建設機械工業会（エネルギー原単位）

15. 石灰石鉱業協会（エネルギー原単位）
16. 日本ＤＩＹ協会（エネルギー原単位）

17. 日本ガラスびん協会（エネルギー消費量、ＣＯ２排出量）

ＣＯ２排出量削減（基準年度比）ＣＯ２排出量削減（基準年度比）
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◆ 2007 年度に目標を引き上げた 21業種のうち、新目標の水準が 2006年度実績水準以上の
業種が９業種、実績水準未満であったのは 12業種であった。 

2007年度の評価・検証では、特に、エネルギー消費原単位を目標とする業種に対して、省
エネ法における、工場・事業所のエネルギー消費原単位を中長期的に見て年平均で１％以上
改善するとの目標の関係も考慮し、実績水準以上への目標引き上げを求めた。 
その結果、CO2 原単位も含め原単位のみを目標とする目標達成業種（16 業種）のうち、

13業種が目標を引き上げたが、そのうち新目標の水準が 2006 年度実績水準以上の業種が７
業種、実績水準未満であったのは６業種であった。 

 
◆ このような視点も踏まえた､各業種の目標達成状況や目標引き上げの状況は、以下のとおり。

※詳細は、別添「2007年度 自主行動計画 評価・検証 各業種の状況」中の「３．目標達成業種の  
 目標引き上げ」等を参照。 

 
 

2007年度 自主行動計画の評価・検証（各業種の概要） 

【７業種】
日本鉄鋼連盟・日本自動車部品工業会
日本自動車車体工業会・日本産業車両協会
日本工作機械工業会・日本産業機械工業会
日本貿易会

【７業種】
電気事業連合会・石油鉱業連盟
日本ＬＰガス協会・日本ベアリング工業会

情報サービス産業協会・リース事業協会
大手家電流通懇談会

【１業種】
日本ガラスびん協会

【３業種】
石灰石鉱業協会・日本ＤＩＹ協会

（特定規模電気事業者）

【６業種】
日本自動車工業会・日本ガス協会・板硝子協会
石灰製造工業会・日本染色協会※

日本衛生設備機器工業会

【６業種】
石油連盟・日本鉱業協会・日本建設機械工業会
日本アルミニウム協会・日本百貨店協会※

日本チェーンドラッグストア協会

【２業種】
日本ゴム工業会・日本電線工業会※

【７業種】
日本化学工業協会・電機電子４団体※
日本製紙連合会・セメント協会・日本伸銅協会※
日本チェーンストア協会※
日本フランチャイズチェーン協会※

【７業種】
日本鉄鋼連盟・日本自動車部品工業会
日本自動車車体工業会・日本産業車両協会
日本工作機械工業会・日本産業機械工業会
日本貿易会

【７業種】
電気事業連合会・石油鉱業連盟
日本ＬＰガス協会・日本ベアリング工業会

情報サービス産業協会・リース事業協会
大手家電流通懇談会

【１業種】
日本ガラスびん協会

【３業種】
石灰石鉱業協会・日本ＤＩＹ協会

（特定規模電気事業者）

【６業種】
日本自動車工業会・日本ガス協会・板硝子協会
石灰製造工業会・日本染色協会※

日本衛生設備機器工業会

【６業種】
石油連盟・日本鉱業協会・日本建設機械工業会
日本アルミニウム協会・日本百貨店協会※

日本チェーンドラッグストア協会

【２業種】
日本ゴム工業会・日本電線工業会※

【７業種】
日本化学工業協会・電機電子４団体※
日本製紙連合会・セメント協会・日本伸銅協会※
日本チェーンストア協会※
日本フランチャイズチェーン協会※

原単位目標の業種（２３業種） 総量目標を有する業種（１６業種）
下線：ＣＯ２排出量での目標を有する業種（１３業種）

目
標
引
き
上
げ
（
21
業
種
）

実
績
以
上

（9
業
種
）

実
績
未
満

（12
業
種
）

目
標
達
成

（4
業
種
）

※
目
標
引
き
上
げ
業
種
を
除
く

目
標
未
達

（14
業
種
）

括弧内の業種は本年度に計画を新規策定

当省所管業種の本年度のフォローアップ対象は３９業種

※は２年連続目標引き上げを行った業種  

 

経産省所管業種の2007年度の評価・検証対象は３９業種 

括弧内の業種は 2007年度に計画を新規策定 
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２．目標引き上げと削減効果 

 
◆ 2007 年度は、評価・検証の対象業種（39業種）のうち、目標達成業種が 25業種であり、
そのうち 21業種が目標引き上げを実施した（うち７業種が２年連続の引き上げ）。 

 なお、2006 年度は８業種が目標を引き上げた。 
 
◆ 2006 年度及び 2007 年度の合計 22業種の目標引き上げ等による追加削減効果は、約 2,100
万 t-CO2（目標達成までの全体不足量（約 2,200万～3,600 万 t-CO2）の約６～９割、我が
国総排出量の約 1.7％に相当）と見込まれる。 

 

目標引き上げと削減効果（概要） 

 
《２００７年度》 ２１業種 

（うち７業種※は２年連続） 
(1)日本化学工業協会、(2)電機・電子４団体※、(3)日本製紙連合会、(4)石油連盟、 
(5)日本ガス協会、(6)日本自動車工業会、(7)日本百貨店協会※、(8)日本ゴム工業会、 
(9)セメント協会､(10)日本鉱業協会､(11)板硝子協会、(12)日本フランチャイズチェーン協会※、 
(13)石灰製造工業会、(14) 日本チェーンストア協会※、(15)日本電線工業会※、 
(16)日本染色協会※、(17)日本チェーンドラッグストア協会、(18)日本衛生設備機器工業会、 
(19)日本アルミニウム協会、(20)日本建設機械工業会、(21) 日本伸銅協会※ 

 
（参考） 
《２００６年度》  ８業種 

(1)電機・電子４団体、(2)日本フランチャイズチェーン協会、(3)日本ガラスびん協会、 
(4)日本電線工業会、(5)日本染色協会、(6)日本チェーンストア協会、(7)日本百貨店協会、 
(8)日本伸銅協会 

 

→ 削減効果： 約 2,100 万 t-CO2 
（目標達成までの全体不足量の約６～９割、我が国総排出量の約 1.7％に相当） 

    ＜内訳＞ ・産業部門       約 1,900 万 t-CO2 
            ・エネルギー転換部門  約  230万 t-CO2 ※特定規模電気事業者の新規策定による効果を含む 

 

合わせて 
２２業種 
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３．目標未達成業種の目標達成の蓋然性向上 

 
目標となる水準を達成していない業種については、目標達成の蓋然性向上の観点か

ら未達幅（達成までに必要な単位、量）を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニ
ズムの活用を含む）とその効果について定量的な説明を求めてきた。 
本年度のフォローアップ対象の目標未達成業種について、全体的には、未達幅に対

する今後の対策効果の割合が示されるなど、これまで以上に定量的・具体的な説明の
改善が見られており、目標達成が可能であると判断される。こうした中で、京都メカ
ニズムのクレジット活用予定量について報告があり、特に、電力、鉄鋼業からは、以
下のとおり、昨年度以上の大幅な京都メカニズムクレジット活用量の積み増しが表明
された。 
未達幅を埋める今後の対策内容とその効果の概要は、別添の「２．目標未達成業種

の目標達成の蓋然性」参照。 
 
 

京都メカニズムクレジットの取得予定量 

業種 本年度フォローアップにおいて報告さ

れた京都メカニズムの活用予定量 

昨年度フォローアップにおいて報告さ

れた京都メカニズムの活用予定量 

電気事業連合会 約 １億２,０００万 t-CO2   

（2008～2012 年度の５年間） 

 約３，０００万 t-CO2 

（2008～2010 年度の 3 年間） 

日本鉄鋼連盟 約 ４,４００万 t-CO2   

（2008～2012 年度の５年間） 

約２，８００万 t-CO2 

（2008～2012 年度の５年間） 
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４．ＣＯ２排出量も併せた目標設定  

 
     京都議定書がＣＯ２排出量を目標としていることにも鑑み、原単位のみを目標指標

としている業種等において、新たにＣＯ２排出量についても併せて目標指標とするこ
とを検討することを求めてきた。 

     その結果、本年度、２業種（板硝子協会、石灰製造工業会）がＣＯ２排出量での目
標設定を新たに実施した。しかしながら、将来の活動量の予測が困難である等の理由
により、本年度、新規にＣＯ２排出量を目標指標として設定した業種は上記２業種に
とどまっている。 

     なお、フォローアップ対象３９業種の目標指標は(1)の表「２００７年度自主行動計
画フォローアップ 各業種の概要」のとおり（詳細は、別添の「４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定」参照）。 

 
 
過去５年におけるＣＯ２排出量での目標設定の推移 

 
 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 

ＣＯ２排出量で目標を
設定している業種数 

７ ９ 
（①日本産業車両協会、
②日本衛生設備機器工
業会が経済産業省フォロ
ーアップに参加） 

１０ 
（①日本産業機械工
業会がＣＯ２排出量で
の目標に変更） 

１０ １３ 
（①板硝子協会、②石灰製造
工業会が新たに CO2 排出量
での目標を設定、 
③日本貿易会が経済産業省
フォローアップに参加） 

（全参加業種数） ３１ ３０ ３２ ３３ ３９ 

 

8 



 

５．温対法との関係  

    
各業種の自主行動計画の評価の前提となるＣＯ２排出量等については、原則、業種

毎に策定・管理を行っている。 
本年度より、各業種の自主行動計画参加企業（事業所単位）リストに温対法の温室

効果ガス排出量の算定・報告・公表制度に基づいて報告するＣＯ２排出量の記載を求
めたところ、温対法の対象事業所がないとの報告があった４業種※を除いた３５業種
についての提出状況は以下のとおり。 

※温対法の対象事業所がない業種 （４業種） 
日本フランチャイズチェーン協会、日本ＤＩＹ協会、日本チェーンドラッグストア協会、 
リース事業協会 

 
     多数の事業所があるため、データの収集が困難である等の理由により、１４業種か

らは、事業所単位もしくは企業単位でのＣＯ２排出量の開示がなかった。 
  なお、自主行動計画に参加している各業種の温対法対象事業所数についても把握を
行った。（別添の「１．自主行動計画参加事業所に占める温対法対象事業所の割合」参
照。） 

 
 

○ 各業種における自主行動計画参加企業リストの提出状況 
(注）各業種名の後の( )内の数字は自主行動計画参加事業所数 

 
①事業所単位でＣＯ２排出量を開示している業種 （１８業種） 

日本ガス協会(234)、日本ＬＰガス協会(41)、日本鉱業協会(21)、石灰石鉱業協会(85)、 
石油鉱業連盟(53)、日本アルミニウム協会(16)、日本電線工業会(183)、日本伸銅協会(15)、 
板硝子協会(8)、日本衛生設備機器工業会(36)、日本ガラスびん協会(15)、 
日本産業車両協会(7)、日本建設機械工業会(32)、日本ベアリング工業会(61)、 
日本工作機械工業会(79)、日本産業機械工業会(83)、日本染色協会(80)、日本貿易会(113) 

 
②企業単位でＣＯ２排出量を開示している業種 （３業種） 

石油連盟(31)、日本自動車工業会(59)、日本自動車車体工業会(64) 

 
 

③ＣＯ２排出量を開示していない業種 （１４業種） 
 

・事業所リストのみ提出している業種 （３業種） 
日本鉄鋼連盟(134)、日本製紙連合会(106)、セメント協会(32) 
 

・企業リストのみ提出している業種 （１０業種） 
電機・電子４団体(1350)、電気事業連合会(168)、特定規模電気事業者(48)、 
日本自動車部品工業会(693)、日本化学工業協会(807)、石灰製造工業会(112)、 
日本ゴム工業会(75)、日本チェーンストア協会(8786)、日本百貨店協会(277)、 
大手家電流通懇談会(1325) 
 

・リストを提出していない業種 （１業種） 
情報サービス産業協会(711)  
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６．各業種の進捗状況 

 
改定前の目達成計画上の業種区分※にしたがって、フォローアップ対象 39業種の進捗状況

について、別添のとおり、総括的に整理を行った。  
※ 産業部門（製造業、非製造業）、エネルギー転換部門、業務部門。 

製造業・非製造業は、鉄鋼業、紙パルプ業等の７業種区分に分類。 

 
＜別添の表の構成と各列の見方について＞ 
 
「業種」 
目標達成業種（黄色）、目標未達成業種（オレンジ色）ごとに色分けして表示。 

 
「ＣＯ２排出量のシェア」 
 当該業種が所属する部門に占めるＣＯ２排出量の割合。 
 
「目標達成計画の業種区分に占める割合」 
 当該業種が所属する業種区分に占めるエネルギー消費量の割合を示した。 
 
「自主行動計画参加事業所に占める温対法対象事業所の割合」 
 当該業種の自主行動計画に参加している事業所のうち、省エネ法・温対法の対象事業所が 
 占める割合を記載。 
 
「基準年度」から「新目標」 
 各業種の目標内容、進捗状況を記載。 
 
「目標未達成業種の目標達成の蓋然性」 
 2007年度目標未達成だった１４業種について、今後の目標達成に向けた対応状況を記載。 
 
「目標達成業種の目標引き上げ」 
 2007年度目標を達成した２５業種について、目標引き上げの状況を記載。 
・ ①実績水準以上に目標を引き上げた業種：９業種（緑色）、 

②実績水準未満に引き上げた業種：１２業種（薄緑色）、 
③目標の引き上げを行わなかった業種：４業種（赤色）  ごとに色分けして表示。 

・ ①については、今後実施予定の対策を記載。 
・ ①及び②については、旧目標からの引き上げ幅、実績値からの幅、実績値との相対値、目標引

き上げによるＣＯ２排出削減効果※を記載。 
・ 上述の②及び③のうち、原単位のみを目標としている業種については、実績水準以上に引き上

げなかった場合、その理由について記載。 
 

※2006年度及び 2007年度に２年連続で目標を引き上げた業種については、合計した引き上げ効果を記載。 
2006年度又は 2007年度のみに目標を引き上げた業種については、当該年度の引き上げ分を記載。 

 
ＣＯ２排出量も併せた目標設定 
 総量目標※を設定している業種：１４業種（薄青色）、 

2007年度、総量目標を新規設定した業種：２業種（青色）、 
原単位目標のみを採用している業種：２３業種（赤色）ごとに色分けして表示。 

 
     ※ＣＯ２排出量、エネルギー消費量での目標を設定している業種 
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＜2007年度　自主行動計画評価・検証　各業種の状況＞

４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定

■：目標達成

■：未達成

自主行動計画参
加事業所数

省エネ法・温対法
対象事業所数

省エネ法・温対法
対象事業所シェア ■：原単位目標の

み

■：目標達成

■：未達成

■：目標引き上げ
（実績水準以上）
■：目標引き上げ
（実績水準未満）

今後の対応 京都メカニズムクレジッ
トの取得予定量

■：目標引き上げ（実績水準以上）

■：目標引き上げ（実績水準未満）

■：目標引き上げなし

旧目標からの
引き上げ幅

実績値からの幅
（実績値との

相対値）

引き上げ効果
の試算

■：総量目標設定済み

■：今年度、総量目標を新規設
定

■：原単位目標のみ
鉄鋼業

41.8% 100.0% 134 134 100% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

（ＰＪ）
（未達成）

+4.8%

紙パルプ業 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

5.4% 84.0% 106 106 100% （MJ／t）
（目標達成）

-5.5%

90年度 ＣＯ２原単位

（t-CO2／t）
（目標達成）

-5.6%

窯業土石業

4.8% 51.0% 32 32 100% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（MJ／t）
（目標達成）

-0.01%

窯業土石業 8 8 100% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

0.3% 4.0% （万ｋＬ）
（目標達成）

-10%

ＣＯ２排出量
(燃料起源)

（万t-CO2） （新規策定）

窯業土石業 112 50 45% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

0.7% 8.0% （万ｋＬ）
（目標達成）

-6.2%

90年度 ＣＯ２排出量

（万t-CO2） （新規策定）

窯業土石業 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

0.2% 3.0% 15 15 100% （万ｋＬ）
（目標達成）

-3.4%

90年度 ＣＯ２排出量

（万t-CO2）
（目標達成）

-2.1%

化学業 807 573 71% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

16.0% 100.0%
（指数）

（目標達成）
+8%

目標

3,478
(▲3%程度)

目標指標

2274
（▲10%）

12,459
（▲13%）

0.895
（▲10%）

基準年度

354.0

178.0

業　種

2527

基準年
実績値

3．セメント協会

昨年度
評価
※２

1．日本鉄鋼連盟

6．日本ガラスびん
協会

4．板硝子協会

ＣＯ２排出量
シェア

（産業部門、エネ
転部門、業務部

門のＣＯ２排出量
に占める割合
(2005年度)）

紙
パ
ル
プ
業

窯
業
土
石
業

化
学
業

鉄
鋼
業

-

-

43.89
（▲30%）

41.74
（▲33.4%）

107.3
（▲40%）

103.6
（▲42.1%）

53.5
（▲25%）

56.1
（▲21%）

135.8
（▲24%）

138.8
（▲22%）

☆Ａ

◎Ａ

60.9
（▲15%）

◎Ｃ

90
（▲10%）

62.66

◎Ａ

114.5
(▲6%)

80
（▲20%）

11,457
（▲20%）

112.1
(▲8%)

0.835
（▲16%）

-

-

325.7
(▲8%)

3,451
（▲3.8%）

11,677
（▲18.5%）

82
（▲18%）

107.0
(▲12.2%)

311.6
(▲12.0%)

0.839
（▲15.6%）

3,478
(▲3.01%)

7万t-CO2

設定済み
（エネルギー消費量）

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①設備、機器効率の改善、②運転方法の改
善、③排出エネルギーの回収等により、原油換
算エネルギー消費量830千kl削減効果を見込
む。（投資額1340億円）

2．日本製紙連合
会

100

71.4

178.8

5．石灰製造工業会

7．日本化学工業
協会

◎Ｓ

目達計画の
業種区分に
占める割合

※１

（エネルギー消費
量ベース）

１．自主行動計画参加事業所に占める
温対法対象事業所の割合

121.8

14,321

0.994

-

06年度
実績値

新目標
２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性

2394
（▲5.2%） ・省エネ対策である①廃熱回収、②設備高

効率化等により、90年度エネルギー消費
量の約3.2%相当削減。

・不足分は京都メカニズムクレジットを補足
的手段として活用することとしている。

今年度フォローアップの視点及び改善点

３．目標達成業種の目標引き上げ

・目標引き上げなし

7%

・2008-12年度で
4,400万t-CO2
(880万t-CO2/年）

・基準年度排出量に占め
る割合：4.3%
2006年度排出量に占め
る割合：4.6%

939万t-CO2

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①省エネ設備の導入、②化石エネルギーから
再生可能エネルギー、廃棄物エネルギーへの燃
料転換等により、化石エネルギー消費量66,072
（TJ）の削減効果を見込む。（投資額1860億円）

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①木くず等の廃棄物エネルギーの使用、②ファ
ン、クーラー等の設備効率改善、③省エネ設備
の新設、改造等により、原油換算エネルギー消
費量8万kl/年削減を見込む。

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①廃棄物燃料の使用拡大、②焼成炉熱交換器
の更新等省エネ投資により、原油換算エネル
ギー消費量約1.6万klの削減効果を見込む。

－

●原単位目標のみ

設定済み
（CO2排出量）
（新規設定）

▲4.2%
(▲34.4%)

-

33万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（CO2排出量
90年度比
▲21.5→▲40%)に
よる効果

1.5%
(8.1%)

3,586

●原単位目標のみ

6% 0.4%
(2.5%)

0.8% 0.79%
(26.2%)

2%

11万t-CO2

6%

－ -

10% 2%
（11.1%）

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①廃熱ボイラーの設置、②設備改善・高効率
化、③冷却修理時の省エネ対策等により、重油
換算エネルギー消費量2,360kl/年削減効果を見
込む。

▲4%
(▲16%)

●原単位目標のみ

設定済み
（CO2排出量）

設定済み
（CO2排出量）
（新規設定）

15万t-CO2

202万t-CO2

○

◎Ａ

本年度
評価
※２

○

☆Ｓ

☆Ｓ

☆Ａ

☆Ａ

◎Ａ

☆Ｂ

※１．目標達成計画上の業種区分（総合エネルギー統計の業種区分（計画策定当時７区分、現在８区分）に占めるエネルギー消費量の割合。
        改定前の目達計画の対象の製造業２８業種のうちの経済産業省所管２０業種に、経団連非加盟であっても経済産業省の評価・検証の対象
　　　であり、実績等のデータが詳細に開示されている３業種（日本染色協会、日本ガラスびん協会、日本建設機械工業会）について、上記の
　　　業種区分に加えている。 なお、他省庁の所管を含め、その他の業種についても今後データの開示状況等に応じて加える可能性がある。

※２．評価基準
　　　☆：目標引き上げ業種、　　◎：目標達成業種、　　○、△：目標未達成業種
　　　なお、目標達成業種（☆、◎）については、CO2排出量の増減や目標引き上げ水準等の要件により、ＳＡＢＣを評価。

別　添
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４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定

目標目標指標基準年度業　種 基準年
実績値

昨年度
評価
※２

ＣＯ２排出量
シェア

目達計画の
業種区分に
占める割合

※１

１．自主行動計画参加事業所に占める
温対法対象事業所の割合

06年度
実績値

新目標
２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性

今年度フォローアップの視点及び改善点

３．目標達成業種の目標引き上げ
本年度
評価
※２

機械 59 59 100% 90年度 ＣＯ２排出量

1.3% 16.0%

（万t-CO2）
（目標達成）

-15.4%

機械 90年度 ＣＯ２排出量

1.6% 20.0% 693 424 61% （万t-CO2）
（未達成）

+4.6%

90年度 CO2原単位

（万t-CO2／出荷金額）
（目標達成）

-7.6%

機械 64 40 63% 90年度 ＣＯ２排出量

0.2% 3.0%
（万t-CO2）

（未達成）
+20.9%

機械 7 6 86% 90年度 ＣＯ２排出量

0.01% 0.0%
（万t-CO2）

（未達成）
+17%

97年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

機械 79 17 22% （万ｋＬ）
（未達成）

+20%

0.1% 1.0%

97年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（L／百万円）
（目標達成）

-18%

機械

0.1% 1.0% 32 23 72% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kL／億円）
（目標達成）

-15%

機械 1350 878 65% 90年度 ＣＯ２原単位

4.0% 52.0%

（t-CO2／百万円） （目標達成）
-6%

△

△

◎Ｓ

☆Ｃ

△

△

12.52
（▲10%）

13.6
(▲6%)

131.4
(▲6%)

5.50
（▲10%）

139.8

10．日本自動車車
体工業会

81.8
（▲10%）

664.7
(▲7%)

12．日本工作機械
工業会

13．日本建設機械
工業会

11．日本産業車両
協会

8．日本自動車工業
会

9．日本自動車部品
工業会

製
造
業

機
械
業

100.8
（+10.9%） -

6.55
（+7%）

674
（▲10%）

◎Ａ

14．電機・電子４団
体

655
（▲12.5%）

-

設定済み
（エネルギー消費量）

設定済み
（CO2排出量）

設定済み
（CO2排出量）

設定済み
（CO2排出量）

5%

1%
（2.9%）

7%

▲10%
(▲40%)

0.233
（▲28%）

0.214
（▲34%）

・省エネ対策①設備運転管理、②日常管
理、③生産工程改善、④省エネ設備導入、
⑤燃料転換等の対策により、46.2万トン
CO2削減
（90年度CO2排出量の6.5％相当）
（未達幅の140％相当）

2.5%

目標達成が困難な場合
には活用する方針（具体
的な取得量及び取得時
期については未定。）

目標達成が困難な場合
には、クレジットを活用
し、目標達成を目指す。

・省エネ対策①塗装ブースの空調調節、②
コジェネ導入③エア漏れ対策、④ボイラ更
新等、既存設備の早期更新も実施し、15.3
万トンCO2削減
（90年度CO2排出量の16.9％相当）
（未達幅の80.5％相当）

559
（▲25.4%）

714.7

749

471.2
(▲20%)

13.91

・省エネ対策①燃料転換、②照明設備の
更新、③コジェネ運転モードの変更、④購
入電力の排出係数改善等により、1.1万トン
CO2削減
（90年度CO2排出量の18％相当）
（未達幅の105％相当）

・省エネ対策①照明・空調関係、コンプレッ
サー等の省エネ、②エネルギー管理システ
ムの導入、③コージェネ設備の導入等によ
り、原油換算エネルギー消費量7,012(kl)削
減
（基準年度エネルギー消費量の4.8％相
当）
（未達幅の23％相当）

目標達成が困難な場合
には、クレジットを活用
し、目標達成を目指す。

・目標達成が困難な場合
には活用を検討（具体的
な取得量及び取得時期
については未定。）

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①生産プロセスの改善、②高効率機器の導
入、③機器の運用管理強化等により、約260万
t-CO2の削減効果を見込む。

平成19年12月時点では目標引き上げなし

その後、会員企業にとって高い目標であるが実現可能
性のある目標を定めることによって、各会員の一層の努
力を喚起するため目標の引き上げを行った。

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①省エネ設備の導入、ボイラーの高効率化、
コージェネレーション設備の導入、②塗装ライン
の省エネ、③ライン統廃合、新設、工程削減等
により、12.1万t-CO2の削減効果を見込む。

設定済み
（CO2排出量）

-

10.46
（▲25%）

697.8
(▲2.4%)

106.8
(▲24%)

16.6
(+14%)

426.5
(▲27.6%)

-

-

-

11.82
(▲15%)

0.211
（▲35%）

-

557万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（CO2排出原
単位90年度比
▲25→▲28%)によ
る効果を含む

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

26万t-CO2▲12.9%
(▲50.8%)

589.0

90.9

6.11

0.324

14.5

☆Ａ

△

△

△

△

◎Ｓ

☆Ｂ
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４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定

目標目標指標基準年度業　種 基準年
実績値

昨年度
評価
※２

ＣＯ２排出量
シェア

目達計画の
業種区分に
占める割合

※１

１．自主行動計画参加事業所に占める
温対法対象事業所の割合

06年度
実績値

新目標
２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性

今年度フォローアップの視点及び改善点

３．目標達成業種の目標引き上げ
本年度
評価
※２

非鉄地金 16 16 100% 95年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

0.4% 18.0%

（ＧＪ／t）
（目標達成）

-3%

非鉄地金 15 15 100% 95年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

0.1% 8.0%

（kL／t）
（目標達成）

0%

非鉄地金 21 21 100% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

1.1% 51.0%

（KL／ｔ）
（目標達成）

-5.5%

中小その他 75 74 99% 90年度 ＣＯ２排出量

0.4% 3.0%
（万t-CO2）

（目標達成）
-3.9%

90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（ＫＬ／千t）
（目標達成）

-7.5%

【光ファイバー】

中小その他 183 63 34% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

0.2% 3.0% （kL／千kmc）
（目標達成）

-1%

【メタル電線】

90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

（千ｋＬ）
（目標達成）

-7%

0.1% 中小その他 83 47 57% 97年度 ＣＯ２排出量

1.0%
（万t-CO2）

（未達成）
+9.2%

中小その他 61 38 62% 97年度 ＣＯ２原単位

0.2% 1.0%

（t-CO2／億円） （未達成）
+2.4%

中小その他 80 68 85% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

0.4% 3.0% （千ｋＬ）
（目標達成）

-13.9%

90年度 ＣＯ２排出量

（千t-CO2）
（目標達成）

-12.7%

中小その他

0.1% 1.0% 36 29 81% 90年度 ＣＯ２排出量

（万t-CO2）
（目標達成）

-10%

1,035
（▲35%）

2.08
（▲75%）

2,226
（▲40%）

0.7947
（▲10%）

61.2

142.3
（▲13%）

172.7

21.5

中
小
そ
の
他

非
鉄
金
属
業

・省エネ対策①コンプレッサの更新等、動
力関係の設備改修、②変圧器の更新、③
高効率機器の導入等により、2012年度ま
でに6万トンCO2削減
（基準年度CO2排出量の9.8％相当）
（未達幅の103％相当）

1,010
（▲37%）

1,755
（▲52.7%）

813
（▲48.9%）

1%
(1.3%)

▲12.1%
(▲23.0%)

0%
(0%)

5%

7%

▲5%
(▲16.7%)

▲12.3%
(▲25.1%)

0.6%

20．日本産業機械
工業会 △

◎Ａ

22．日本染色協会

23．日本衛生設備
機器工業会

△

○

☆Ａ

21．日本ベアリング
工業会

53.7
（▲12.2%）

38.2
（▲20%）

33.4
（▲30%）

1,592

19．日本電線工業
会

15．日本アルミニウ
ム協会

16．日本伸銅協会

17．日本鉱業協会

18．日本ゴム工業
会

8.32

460
（▲20%）

417
（▲27%）

575 418
（▲27%）

○

186.5 186.5
（±0%）

0.442

◎Ａ

△

18.8
（▲13%）

729.6
（±0%）

15万t-CO2

設定済み
（CO2排出量）

●原単位目標のみ

設定済み
（CO2排出量）

▲2%
（▲15.4%)

0.45%
(5.2%）

▲3.5%2%

・目標引き上げ（実績水準未満）

（理由）
・今後、自動車軽量化により、自動車用板材の生産量が
大きく増加する見通し（2010年度までの生産増分の約
75%）。
・自動車用板材は、高度な熱処理を要するためエネル
ギー原単位が通常より35%悪く、2010年度の原単位は
19.3GJ/t（2006年度比+2.7%）まで悪化する見通し。
・これに対し、業界努力により自動車用板材は
25.0→24.7GJ/tへ、それ以外は18.8→18.7GJ/tまで改
善するが、自動車用板材比率増の影響で全体としては
19.2GJ/t（2006年度比+2.1%）となる。
・なお、自動車用板材適用による自動車走行時CO2削
減効果は、同板材製造時排出量の約6倍。

（今後実施予定の対策）
・省エネ設備・機器の導入・更新により、約1.6万トンCO2
の削減効果を見込む。

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①コージェネレーション設備の導入、②燃料転
換等により、約3.4万トンCO2の削減効果を見込
む。

6%

0.45%

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①省エネ設備機器の導入・更新、②照明器具
高効率化等の間接部門の省エネ活動、③制御・
操業管理による効率化により、原油換算エネル
ギー消費量1,262（kl/年）、2,274（t-CO2/年）の
削減効果を見込む。

1%

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①重油からガスへの燃料転換、②分散型ボイ
ラーの導入、③省エネ型染色機の導入、④コー
ジェネレーション設備の導入により、原油換算エ
ネルギー消費量約6,674ｋｌの削減効果を見込
む。

2%

1.6%

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①灯油からガスへの燃料転換、②照明、空調
機器等設備の高効率化等により、6,700t-CO2/
年削減効果を見込む。

・目標引き上げ（実績水準未満）。

（理由）
昨年度、未達業種。本年度、目標達成（超過達成幅
5.5％）
・2006年度は省エネ努力の他に、燃料発熱量の改訂、
フェロニッケルの減産（大規模な設備更新の工事の実施
による一時的な減産）により、原単位が▲15.5％まで改
善して目標を達成。
・今後はフェロニッケルの生産量の回復、鉱石品位の低
下によりエネルギー消費量の増加・原単位の悪化が見
込まれている。また、燃料発熱量の改訂の効果が2010
年度以降も継続するかは不明である。
・従って、日本鉱業協会では、目標を2％引き上げ12％
削減目標達成に向けて、引き続き原単位削減に努めて
いく。

（今後実施予定の対策）
・①銅製錬における廃熱回収、②フェロニッケル電気炉
の電力原単位改善等により、原油換算エネルギー消費
量20千klの削減を見込む。

・目標引き上げ（実績水準以上）

（今後実施予定の対策）
・①熱の効率的利用、②高効率設備導入、③電
力設備の効率的運用により、約6000t-CO2の削
減効果を見込む。

0.404
（▲8.6%）

19.4
（▲10%）

59.5
（▲3%） -

674.6
(▲7.5%)

・活用しない

・省エネ対策により目標
を上回る改善を見込んで
いる。

・目標達成が困難な場合
には活用する方針（具体
的な取得量及び取得時
期については未定。）

☆Ａ

,

設定済み
（エネルギー消費量）

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

1.96
（▲76%）

0.746
（▲15.5%）

0.404
（▲8.6%）

179.2
(▲3.9%)

1.94
（▲77%）

35.9
（▲25%）

0.402
（▲9.05%）

19.2
（▲11%）

・省エネ対策①生産設備のインバータ化、
②熱処理炉の断熱強化、③インバータ制
御空調設備の導入、④燃料転換などの対
策により、7.5万トンCO2削減。
・また稼働率の向上、機械設備のメンテナ
ンス等により毎年およそ3千トンのCO2削
減。
・2010年度の見通しでは約8万トンのCO2
排出量の削減を見込んでおり、CO2原単
位も97年度比33.6%減になる見込み。

-

671.2
(▲8%)

0.777
(▲12.0%)

175.3
(▲6%)

設定済み
（CO2排出量）

18万t-CO2

●原単位目標のみ

0万ｔ-CO2
※2006年度の引き
上げ（エネルギー
原単位95年度比
▲7.5→▲8.6%)によ
る効果を含む

4万t-CO2

73万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（メタル：エネ
ルギー原単位90年
度維持→▲20%、
光ファイバー：エネ
ルギー原単位90年
度比▲35→▲75%)
による効果を含む

4万t-CO2 設定済み
（CO2排出量）

18万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（CO2排出量
90年度比
▲37→▲40%)によ
る効果を含む

729.6

0.883

☆Ｓ

☆Ａ

○

2.1%
(54%)

8% 0.5%
(6.7%)

47.8

3,710 2,202
（▲41%）

154.3
（▲10.6%）

☆Ａ

☆Ｓ

☆Ａ

☆Ｓ

☆Ｓ

☆Ａ
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４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定

目標目標指標基準年度業　種 基準年
実績値

昨年度
評価
※２

ＣＯ２排出量
シェア

目達計画の
業種区分に
占める割合

※１

１．自主行動計画参加事業所に占める
温対法対象事業所の割合

06年度
実績値

新目標
２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性

今年度フォローアップの視点及び改善点

３．目標達成業種の目標引き上げ
本年度
評価
※２

85 16 19% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

0.1%

18.7（Ｌ／ｔ）
（目標達成）

-0.1%

53 13 25% 90年度 ＣＯ２原単位

0.04%

（kg-CO2／GJ） （未達成）
+8.7%

168 121 72% 90年度 ＣＯ２原単位

49.1% ※自社発電所の
うち、火力

（kg-CO2／kWh） （未達成）
+18.3%

31 31 100% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

52.7%

（kL／千kL）
（目標達成）

-5%

90年度 ＣＯ２原単位

0.6% 234 24 10% （g-CO2／m3）
（目標達成）

-14%

90年度 ＣＯ２排出量

（万t-CO2）
（目標達成）

-25%

0.2% 48 33 69% 01年度 ＣＯ２原単位

※関連会社等の
発電所を含む

（kg-CO2／kWh） （新規策定）

1.02
（▲10.3%）

1.14

非
製
造
業

鉱
業
・
建
設
業

エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
部
門

0.52
（▲3%）

-

1.02
（▲10.4%）

23
（▲73%）

11
（▲87%）

9.17
（▲10%）

8.62
（▲15%）

1.73
（▲11.3%）

1.55
（▲20%）

0.410
（▲1.7%）

・活用しない

・省エネ対策により目標
を上回る改善を見込んで
いる。

52万t-CO2
※新規策定による
効果

・2008-12年度で
1.2億t-CO2程度

目標達成が困難な場合
には活用する方針。

▲2%
(▲13.3%)

◎Ｂ

○

☆Ａ

4．特定規模電気事
業者

-

1.94

8.87
（▲13%）

・目標引き上げなし。

（理由）
・昨年度、未達業種。本年度、目標達成（超過達成幅０．
１％）
・エネルギー消費は、石灰石の採掘で使用する重機類
の燃料である軽油と、石灰石の破砕・選別・輸送機械類
の動力源である電力。今年度の原単位削減の背景に
は、生産量の回復に因る軽油の原単位改善があるが、
現状で、軽油の原単位が目標値より大幅に下回ってお
り、１９９０年の目標策定以来、石灰石の生産量は減少
傾向にあり稼働率の低下が懸念されることや、鉱山の形
状、鉱石品位、天候などの不安定要因がある。

△

0.34程度
（▲20%程

度）
・平成１９年度供給計画に基づく2008～12
年度の平均販売電力量は9210億kWh、見
通しとしてCO2排出原単位は0.37kg-
CO2/kWh程度となり、目標の0.34kg-
CO2/kwh程度に対して0.03kg-CO2/kwh程
度の未達になる見通しであり、以下の追加
対策により目標達成を目指すとしている。
①原子力発電の推進（2～3%程度向上)
②火力発電熱効率の向上(最大1%程度向
上）
③京メカクレジット1.2億トン取得(5～6%程
度向上）

・省エネ対策①廃熱ボイラーの設置（温室
効果ガス7000トン削減）、②老朽化施設の
合理化、③省エネ設備の導入等により目
標を達成するとしている。

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

3%

13%

13%

・目標引き上げ（実績水準未満）

（理由）
・生産活動量（通油量）は2010年度に３％減少
（1952→1894百万ｋｌ）の見込み（総合エネ調石油部会に
おける2010年度石油製品需要見通しを基に試算）。
・今後の見込みを含めた熱回収設備の増設や蒸気削減
等の省エネ対策による原単位改善は最大２％（３９万ｋｌ/
年）程度と見込まれる。
・大幅な需要減などを勘案すると、目標年度におけるエ
ネルギー原単位は2006年度比2.9％悪化する見込み。
・なお、ガソリンのオクタン価アップのような大幅な品質
改善は悪化要因となるが、対策内容が未定で定量化が
困難であるため未反映とし、　▲１０％→▲１３％

（今後実施予定の対策）
・①制御技術等による運転管理の高度化、②排熱回収
設備の増設、③設備の適切な維持管理による効率化等
により、エネルギー消費量原油換算最大39万kl/年程度
の削減効果を見込む。

・目標引き上げ（実績水準未満）

（今後実施予定の対策）
・①天然ガス等への原料転換の促進、②ＬＮＧの
冷熱利用、③設備機器の高効率化、④ボイラー
等の熱ロス低減等の推進拡大により、目標達成
を見込む。

73
（▲46%）

38
（▲71%）

0.49
（▲10%） －

81万t-CO2 設定済み
（CO2排出量）

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

95万t-CO2

12
（▲86%）

▲12%
（▲17%）

【新規策定Ｉ
・事業開始から数年程度であり、事業規模の拡大に合
わせて、ＣＯ２排出原単位を決定することとなる電源の
ポートフォリオを構築する過渡期にある。
・ＣＯ２排出原単位を低減させる対策として、清掃工場な
どの新エネルギーを利用を図っているが、今後の事業
規模の拡大にあわせて新エネルギーの利用を拡大する
ことには限度があることが見込まれる。
・これらを勘案すると、現在の目標は実現可能な最大限
度の目標であり、上記の新エネルギーの利用に加え、
最新鋭高効率・環境負荷のより小さな火力の導入を図
ること等の対策により、目標達成を目指すこととしてい
る。

▲1%
(▲1.1%）

54
（▲59%）

0.54

133

10.19

24．石灰石鉱業協
会

25．石油鉱業連盟

１．電気事業連合
会

－

３．日本ガス協会 ◎Ｓ

◎Ｃ

２．石油連盟 ◎C

◎Ｓ

△

△

☆C

84

0.417

-
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４．ＣＯ２排出量も
併せた目標設定

目標目標指標基準年度業　種 基準年
実績値

昨年度
評価
※２

ＣＯ２排出量
シェア

目達計画の
業種区分に
占める割合

※１

１．自主行動計画参加事業所に占める
温対法対象事業所の割合

06年度
実績値

新目標
２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性

今年度フォローアップの視点及び改善点

３．目標達成業種の目標引き上げ
本年度
評価
※２

業務部門

0.03% 41 3 7% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（KL／千ｔ）
（未達成）

+2%

業務部門

0.04% 113 5 4% 98年度 ＣＯ２排出量

（万t-CO2）
（未達成）

+14%

業務部門

6.5% 8786 470 5% 96年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2･h）
（目標達成）

-2%

業務部門

2.5% 40668 0 0% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2･h）
（目標達成）

-2.4%

業務部門

1.7% 277 184 66% 90年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2･h）
（目標達成）

-7%

業務部門

0.4% 1441 0 0% 04年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2･h）
（目標達成）

-4.8%

業務部門

0.2% 3169 0 0% 04年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2･h）
（目標達成）

-26.2%

業務部門

0.003% 11 0 0% 02年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2） （新規策定）

業務部門

0.4% 711 40 6% 06年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（kWh／m2） （新規策定）

業務部門

0.5% 1325 7 1% 06年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

（MJ／m2） （新規策定）

3,484
（▲4%）

4%
36万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（エネルギー
原単位90年度維持
→▲3%)による
効果を含む

76万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（エネルギー
原単位90年度維持
→▲20%)による
効果.

14万t-CO2
※2006年度の引き
上げ（エネルギー
原単位96年度維持
→▲2%)による
効果。

【新規策定】
・省エネ対策①看板照明点灯時間の短
縮、②夏期、空調設定温度の引き上げ、③
デモンストレーション用テレビの電源を店
舗の根本で一括してオフ等により目標達成
を目指すこととしている。

・業界全体での取り組み
は、現在のところない
が、クレジット取得の意
向を持っている企業は一
部ある。

●原単位目標のみ10．大手家電流通
懇談会 －

9．情報サービス産
業協会 －

8．リース事業協会

548.8
（▲1%）

【新規策定】
空調設備の温度設定を徹底することに加
え、省電力のＯＡ機器の導入等により原単
位ベースの電力消費量２００２年度対比▲
３％の目標達成を目指すこととしている。

【新規策定】
・オフィススペース等の業務環境において
は、冷暖房温度の適切な設定や照明・ＰＣ
等における無駄な電力消費の削減等の省
エネルギーへの取組みを徹底していく。
・データセンターにおいては、サーバ入れ
替えの時期に省エネ型のものを導入する
ようユーザに働きかける等、情報関連機器
におけるエネルギー消費低減に努める。

●原単位目標のみ

－

・省エネ対策①省エネタイプの設備導入、
②省エネ活動の実施、及び購入電力の排
出係数の改善により、約8千トンCO2の削
減を見込み、目標達成は可能としている。

・目標達成が困難な場合
には活用を検討する方
針（具体的な取得量及び
取得時期については未
定。）

●原単位目標のみ

3.7
(▲36%)

◎Ｂ

6．日本ＤＩＹ協会 ◎Ｓ

7．日本チェーンド
ラッグストア協会

☆Ｃ5．日本百貨店協会

2．日本貿易会

0.113
（▲4%）

4万t-CO215% ▲11.2%
(▲42.7%)

・目標引き上げ（実績水準未満）

（理由）
・計画策定からまだ３年目であり、協会内でのカバー率
が低く、また参加企業が１２社（２１．４％）入替わる等、
業界数値として落ち着いているものではない。
・薬事法改正（２００９年度）により、今後は業態変化や営
業時間の長時間化に伴う電力消費増が予想される。

（今後実施予定の対策）
・空調・温度管理、照明管理等による省エネ活動の実施

●原単位目標のみ

・目標引き上げなし。

（理由）
・計画策定からまだ３年目であり、参加企業の入替わり
（昨年度から９社が新たに参加、１２社が非参加）に加
え、継続参加企業でも数値が大きく変動しており、現時
点では今後の予測が困難であるため。

●原単位目標のみ

・省エネ対策①各基地における使用電力
削減努力、②基地の集約化により、エネル
ギー原単位7％改善を目指すとしている。

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

●原単位目標のみ

設定済み
（CO2排出量）

●原単位目標のみ

0.118

☆Ｃ

0.144

4．日本フランチャイ
ズチェーン協会

3．日本チェーンスト
ア協会

0.161

☆Ｃ

◎Ｃ

2.072
（▲7%）

2.117
（▲5%）

4.3
（▲26%）

-

・目標引き上げ（実績水準未満）
　平成１９年度において２回引き上げを実施。

（理由）
快適な環境空間に対する顧客の要求水準が高いこと、
気候要因による変動や今後予定されている店舗改装等
の影響があること、バリアフリーに対応して昇降機の増
設等が要求されること等、原単位目標の達成は引き続
き予断を許さない状況であるが、今後更なる目標引き上
げに向けて前向きに努力していく。

（今後実施予定の対策）
・ＥＳＣＯ事業の導入推進
・新店・改装時における省エネ機器の導入

0%
(0%)

▲3%
(▲30%)

3%

2%
平成１９年１２月時点においては目標引き上げなし。

その後京都議定書の目標達成に向けた取組や国際的
な温暖化対策の取組の中で、日本の事業者としての役
割を果たすため、目標の情報修正を行った。

0.6%
(2.7%)

平成１９年１２月時点においては目標引き上げなし。

その後、ここ数年各社の省エネ努力（省エネ型店舗への
移行や改装時における新設備の導入等）により数値が
安定（２００２年度以降、目標達成値(20%)を達成している
ことと、社会全体の環境への高まり等を勘案し、目標引
き上げを行った。

3.5
（▲40%）

0.113
(▲4%)

0.12397
(▲23%)

-

554.3
- -

0.140
（▲3%）

0.130
（▲10%）

0.134
（▲7%）

14.96
（▲3%）

15.11
（▲2%）

-0.04842
（▲4.8%）

0.1032
（±0%）

0.0762
（▲26.2%）

0.0877
（▲15%）

0.05086
（±0%）

0.116
（▲2%）

0.1288
（▲20%）

0.125
（▲22.4%）

業
務
部
門

3,629

0.1032

5.8

15.43

554.3

2.230

0.05086

1．日本ＬＰガス協
会 －

－

☆Ｃ

△

○

◎Ｃ

（注）業務用高効率空調機の普及、業務用省エネ型冷蔵冷凍
庫の普及等の省エネ施策の導入等による効果と重複。

○または△

◎Ｓ

☆Ｃ

○または△

○または△

3,629
- -

15 



 

Ⅲ．自主行動計画の深掘・対象範囲拡大等（各省庁所管業種の進捗状況） 

 
◆  政府は、平成 20年３月の目標達成計画」の改定に向けて、自主行動計画の深掘・対象範

囲拡大等を政府横断的な課題として積極的に推進してきた。 
その推進にあたっては、Ⅰ章でも記載したとおり、経済産業省以外の各省庁所管業種の進

捗状況も含め、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会合
同会合における目標達成計画の評価・見直しの検討とも連携して実施した。 

 
◆ 具体的には、2007 年６月に関係省庁の局長・審議官等のヒアリングを実施するとともに、
10月の産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会合同会合に
おいて、経済産業省所管業種の評価・検証に続き、各省庁所管業種の進捗状況について、各
省庁及び主要業種のヒアリングによる審議を実施した。 
また、2008 年３月 17日の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画評価・

検証制度小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議にお
いても、前回の合同会議のとりまとめ（平成 19年 12月 14日）以降の進捗状況について、
各省庁及び主要業種のヒアリングによる審議を実施した。 

 
◆ その結果、2007 年度において、政府全体では、①10 業種が計画の新規策定、②13 業種が
定性的目標の定量化、③９業種が政府による厳格な評価・検証の対象化、④35業種が目標引
き上げを実施した。 
各省庁所管業種の進捗状況の概要は以下のとおり。 
※2007年１２月の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同

小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議のとりまとめ結

果を、2008年３月に行われた2007年度２回目の進捗点検の結果を踏まえて修正。詳細は「別

添」参照。 
 

各省庁所管業種の進捗状況 

トラック◎ 住宅生産◎
タクシー◎ 民営鉄道◎

等全１２業種

倉庫◎ バス◎ タクシー◎
舟艇◎ 港運◎国交省

精糖◎ 即席食品◎外食×てんさい糖◎ コーヒー◎農水省

製薬◎ 生協◎病院×厚労省

学校◎文科省

ビール酒造◎ たばこ製造◎財務省

民放◎ ＮＨＫ◎ 衛星放送◎
テレコムサービス◎
ケーブルテレビ◎
電気通信事業◎

総務省

銀行◎ 生保◎
損保◎

生保◎ 損保◎
信用金庫△ 信用組合△

証券△
金融庁

ぱちんこ△
ゲームセンター×

警察庁

新聞◎ ペット小売◎
産廃処理◎

環境省

化学◎ 石油◎ セメント◎
建設機械◎ ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ◎
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ◎ 百貨店◎

等全２１業種

ＬＰガス◎
商社◎

情報サービス◎ リース◎
家電量販店◎
特定規模電気事業者◎
大規模展示場×

経産省

目標引き上げ政府による厳格な評価・検証の実施定性的目標の定量化計画の新規策定

トラック◎ 住宅生産◎
タクシー◎ 民営鉄道◎

等全１２業種

倉庫◎ バス◎ タクシー◎
舟艇◎ 港運◎国交省

精糖◎ 即席食品◎外食×てんさい糖◎ コーヒー◎農水省

製薬◎ 生協◎病院×厚労省

学校◎文科省

ビール酒造◎ たばこ製造◎財務省

民放◎ ＮＨＫ◎ 衛星放送◎
テレコムサービス◎
ケーブルテレビ◎
電気通信事業◎

総務省

銀行◎ 生保◎
損保◎

生保◎ 損保◎
信用金庫△ 信用組合△

証券△
金融庁

ぱちんこ△
ゲームセンター×

警察庁

新聞◎ ペット小売◎
産廃処理◎

環境省

化学◎ 石油◎ セメント◎
建設機械◎ ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ◎
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ◎ 百貨店◎

等全２１業種

ＬＰガス◎
商社◎

情報サービス◎ リース◎
家電量販店◎
特定規模電気事業者◎
大規模展示場×

経産省

目標引き上げ政府による厳格な評価・検証の実施定性的目標の定量化計画の新規策定

◎：既に実行済（計画の新規策定、目標引き上げ等を措置済み）の業種。
△：公開の審議会等の場で政府として確認すれば措置済みとされる業種。
×：未措置の業種。

凡
例

◎：既に実行済（計画の新規策定、目標引き上げ等を措置済み）の業種。
△：公開の審議会等の場で政府として確認すれば措置済みとされる業種。
×：未措置の業種。

凡
例
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◆ このような自主行動計画の拡大・強化により、自主行動計画は、産業部門や日本経団連
自主行動計画の参加業種に限定されない、業務・運輸部門、経団連非加盟の業種も含む各部
門における個別業種単位の計画となっている。 

   ※ 2007年３月末時点で、合計103業種（産業部門：50業種、業務部門：32業種、運輸部門：17
業種、エネ転部門：４業種）が定量目標を持つ目標を設定し、各省庁の審議会等による評価・
検証を受けている。 

 
（参考１）自主行動計画の類型整理 

区分 民生業務部門 運輸部門

1 資：日本鉱業協会 ○ 資：電気事業連合会 流：日本チェーンストア協会 ○ 国交：日本船主協会

2 資：石灰石鉱業協会 ○ 資：石油連盟 ○ 流：日本フランチャイズチェーン協会 ○ 国交：全日本ﾄﾗｯｸ協会 ○
3 資：石油鉱業連盟 ○ 資：日本ガス協会 ○ 流：日本百貨店協会 ○ 国交：定期航空協会

4 鉄：日本鉄鋼連盟 ○ 流：日本貿易会 ○ 国交：日本内航海運組合総連合会 ○
5 化：日本化学工業協会 ○ 資：日本LPガス協会 ○ 国交：日本民営鉄道協会 ○
6 化：石灰製造工業会 ○ 金融：全国銀行協会 ○ 国交：JR東日本 ○
7 化：日本ゴム工業会 ○ 金融：生命保険協会 ○ 国交：JR西日本 ○
8 化：日本電線工業会 ○ 金融：日本損害保険協会 ○ 国交：JR東海 ○
9 化：日本アルミニウム協会 ○ 国交：日本冷蔵倉庫協会 ○ 国交：JR貨物 ○
10 化：日本伸銅協会 ○ 国交：日本ホテル協会 ○ 国交：JR九州 ○
11 紙：日本製紙連合会 ○ 国交：不動産協会 国交：JR北海道 ○
12 紙：セメント協会 ○ 総務：NTTグループ 国交：全国通運連盟 ○
13 紙：板硝子協会 ○ 総務：K DDI 国交：JR四国 ○
14 紙：日本衛生設備機器工業会 ○
15 電：電機・電子４団体 ○
16 電：日本ベアリング工業会 ○
17 電：日本産業機械工業会 ○
18 電：日本工作機械工業会 ○
19 自：日本自動車部品工業会 ○
20 自：日本自動車工業会 ○
21 自：日本自動車車体工業会 ○
22 自：日本産業車両協会 ○
23 財務：ビール酒造組合 ○
24 厚労：日本製薬団体連合会　日本製薬工業協会 ○
25 農水：日本乳業協会 ○
26 農水：全国清涼飲料工業会 ○
27 農水：精糖工業会 ○
28 農水：製粉協会 ○
29 国交：日本建設業団体連合会・日本土木工業協会・建築業協会 ○
30 国交：住宅生産団体連合会 ○
31 国交：日本造船工業会　日本中小造船工業会 ○
32 国交：日本鉄道車輌工業会 ○
1 紙：日本染色協会 ○ 資：特定規模電気事業者 ○ 流：大手家電流通懇談会 ○ 国交：日本旅客船協会 ○
2 紙：日本ガラスびん協会 ○ 流：日本DIY協会 ○ 国交：全国乗用自動車連合会 ○
3 電：日本建設機械工業会 ○ 流：情報サービス産業協会 ○ 国交：日本バス協会 ○
4 財務 ：日本たばこ産業株式会社 流：日本チェーンドラッグストア協会 ○ 国交：日本港運協会

5 農水 ：日本スターチ・糖化工業会 ○ 流：リース事業協会 ○
6 農水：日本パン工業会 ○ 環境：全国産業廃棄物連合会

7 農水：日本ビート糖業協会 ○ 環境：日本新聞協会 ○
8 農水：日本冷凍食品協会 ○ 環境：全国ペット小売業協会 ○
9 農水：日本植物油協会 ○ 厚労：日本生活協同組合連合会

10 農水：全日本菓子協会 ○ 総務：電気通信事業者協会

11 農水：日本ハム・ソーセージ工業協同組合 ○ 総務：テレコムサービス協会
12 農水：全日本コーヒー協会 ○ 総務：日本民間放送連盟

13 農水：日本即席食品工業協会 ○ 総務：日本放送協会

14 農水：日本醤油協会 ○ 総務：日本ケーブルテレビ連盟

15 農水：日本缶詰協会 ○ 総務：衛星放送協会

16 農水：全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 ○ 文科：全私学連合

17 国交：日本舶用工業会 ○ 農水：日本加工食品卸協会 ○
18 国交 ：日本舟艇工業会 ○ 国交：日本倉庫協会 ○
19 国交：国際観光旅館連盟
20 国交：日本観光旅館連盟
21 国交：日本自動車整備振興会連合会

産業部門 エネルギー転換部門

自主行動計画策定
経団連参加業種
全61団体・企業

（民生業務・運輸部門を含む）

うち、
産業・エネ転換部門

35業種
（経団連目標である
±０％対象業種）

自主行動計画策定
経団連非参加業種

改定目標達成計画上の削減効果の算定対象は、
全103業種のうち、政府による効果算定（平成20
年2月8日）以降に計画の新規策定や定性的目標
の定量化が政府の関係審議会等において確認さ
れた業種等を除いた、○を付した全85業種
（産業部門49業種、エネルギー転換部門3業種、
業務部門19業種、運輸部門14業種）

経済産業省 ３９業種

国土交通省 ３０業種

農林水産省 １７業種

総務省 ６業種
（NTTｸﾞﾙｰﾌ゚、ＫＤＤＩは業種としては
電気通信事業者協会に含まれる）

環境省 ３業種

金融庁 ３業種

財務省 ２業種

厚生労働省 ２業種

【凡例】 所属ＷＧ
資：資源エネルギーＷＧ
化：化学・非鉄金属ＷＧ
電：電子・電機・産業機械等ＷＧ
鉄：鉄鋼ＷＧ
紙：製紙・板硝子・セメント等ＷＧ
自：自動車・自動車部品・自動車車体等ＷＧ
流：流通・サービスＷＧ

【各省のフォローアップ状況】

文部科学省 １業種

 

 

（参考２）2007年度 各省庁（経済産業省・環境省以外）の評価・検証の経過 

社会資本整備審議会
交通政策審議会 合同会議

平成１９年 ９月１３日
平成２０年 ２月１４日

国土交通省

－－警察庁

財政制度審議会たばこ事業等分科会平成２０年 １月２１日
財務省

自主行動計画
フォローアップチーム

平成１９年１２月１０日
平成１９年１２月１７日
平成２０年 ２月２５日

農林水産省

中央教育審議会
大学分科会制度・教育部会

平成２０年 ３月 ７日文部科学省

金融審議会平成２０年 ２月 ８日金融庁

情報通信審議会平成２０年 ２月１５日総務省

平成２０年 １月３１日

平成２０年 ３月１１日

開催日

厚生労働省

省庁名

厚生労働省自主行動計画
フォローアップ会議

国税審議会酒類分科会

審議会等

社会資本整備審議会
交通政策審議会 合同会議

平成１９年 ９月１３日
平成２０年 ２月１４日

国土交通省

－－警察庁

財政制度審議会たばこ事業等分科会平成２０年 １月２１日
財務省

自主行動計画
フォローアップチーム

平成１９年１２月１０日
平成１９年１２月１７日
平成２０年 ２月２５日

農林水産省

中央教育審議会
大学分科会制度・教育部会

平成２０年 ３月 ７日文部科学省

金融審議会平成２０年 ２月 ８日金融庁

情報通信審議会平成２０年 ２月１５日総務省

平成２０年 １月３１日

平成２０年 ３月１１日

開催日

厚生労働省

省庁名

厚生労働省自主行動計画
フォローアップ会議

国税審議会酒類分科会

審議会等
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1.

2. 定性的目標の

定量化等

3. 政府による
厳格な

フォローアップ

4. 目標引き上げ

△：公開の審議会等の場で政府として確認すれば措置済みとされる業種。 　　自主行動計画の深掘り・対象範囲拡大等　各省庁所管業種の進捗状況

・本年度中環審との合同審議会において、フォローアップを実
施。

日本貿易会：◎

・本年度中環審との合同審議会において、フォローアップを実
施。

・昨年、目標引き上げを実施（エネルギー原単位を1990年度比
10％削減から20%削減へ）。

日本化学工業協会：◎

日本LPガス協会：◎

金融庁 総務省

・昨年7月26日に自主行動計画を策定。
本年2月20日に、2012年度の電力使用量を
2006年度比６％（2002年度比10％）削減する
定量目標を設定。

全国信用金庫協会：△

・昨年10月26日に自主行動計画を策定。
本年3月11日に、2012年度の電力使用量を
2006年度比６％削減する定量目標を設定。

日本証券業協会：△

全国信用組合中央協会：△

昨年11月16日に2010年度におけるエネルギー使用原単位を
1990年度比30%以上削減する数値目標を策定。

本年１月17日に2008～2010年度におけるエネルギー使用原
単位を2006年度比1%削減する数値目標を策定。

・昨年9月5日に2008年～2012年度（平均値）
における電力消費量を2006年度比２％（2000
年度比で推定約17％）削減するとともに、床面
積当たりの電力消費量が2006年度水準を上
回らないこととする数値目標を策定。

全国銀行協会：◎

本年１月17日にエネルギー使用原単位を2006年度比で2008
年度6%,2010年度10%削減する数値目標を策定。

警察庁

・本年2月8日に、金融審議会においてフォ
ローアップを実施。

日本放送協会：◎

本年１月２８日にＣＯ２排出原単位の２００６年度の値０．２５を
２０１２年度に０．２２に改善する数値目標を策定。（２００８～２
０１２年度の５年間平均値として８％削減）

日本損害保険協会：◎

生命保険協会：◎

・本年2月8日に、金融審議会においてフォ
ローアップを実施。

・本年2月8日に、金融審議会においてフォ
ローアップを実施。

日本損害保険協会：◎

衛星放送協会：◎

・昨年4月19日に2010年度における電力使用
量を2000年度比で18％削減する数値目標を
策定。

生命保険協会：◎

日本民間放送連盟:◎

テレコムサービス協会：◎

日本ケーブルテレビ連盟：◎

本年１月16日に2010年度におけるＣＯ２排出原単位を2004年
度比10%削減する数値目標を策定。

電気通信事業者協会：◎

昨年１2月19日にエネルギー使用原単位を2006年度比で
2010年度までに6%、2012年度までに9%削減する数値目標を
策定。

全日本遊技事業協同組合連合会：△

・昨年7月24日に自主行動計画を策定。

情報サービス産業協会：◎

・昨年7月31日に自主行動計画を策定。

リース事業協会：◎

石油連盟：◎

セメント協会：◎

策定

・今後の対応について検討中。

・本年2月19日に、2008年度～2012年度まで
に電力使用量を2006年度比で６％削減する
等の定量目標を盛り込んだ自主行動計画を
策定。

・昨年、目標引き上げを実施（エネルギー原単位を1990年度比
10％削減から13％削減へ）。

・昨年、目標引き上げを実施（エネルギー原単位を1990年度比
3％程度削減から3.8％削減へ）。

※その他、以下の業種が目標引き上げを実施。（本年度の引き
上げ業種は全２１業種）。
電機・電子４団体、日本製紙連合会、日本ガス協会、日本自動
車工業会、日本ゴム工業会、板硝子協会、日本鉱業協会、石
灰製造工業会、日本電線工業会、日本百貨店協会、日本染色
協会、日本チェーンドラッグストア協会、日本衛生設備機器工
業会、日本アルミニウム協会、日本伸銅協会、
※※以下の４業種は、産構審・中環審合同会合最終報告（平成
20年2月）以降新たに目標引き上げを行った。
日本建設機械工業会、日本チェーンストア協会、日本フラン
チャイズチェーン協会、日本百貨店協会

×：実行未措置の業種。

未策定業種の

経済産業省

凡
例

◎：既に実行済（計画の新規策定、目標引き上げ等を措置済み）の業種。

環境省

全国産業廃棄物連合会：◎

大規模展示場連絡会：×

・昨年9月27日に自主行動計画を策定。

大手家電流通懇談会：◎

・昨年9月14日に自主行動計画を策定。

特定規模電気事業者：◎
・昨年10月19日に2010年度におけるＣＯ２排出量
を2006年度比6％削減する自主行動計画を策定。

・昨年11月30日に2010年度における温室効果ガ
ス排出量を2000年度と同程度に抑制する自主行
動計画を策定。

全国ペット小売業協会：◎

・昨年9月20日にＣＯ２排出量を2007年度比で2010年
度までに9％、2012年度までに15%削減する自主行動
計画を策定。

全日本アミューズメント施設営業者協会連合会：×

・自主行動計画（案）を策定。今後可能な限り早期に
決定する予定。

日本新聞協会：◎

・昨年10月26日に2010年度におけるCO2排出量
を2005年度比5%削減する自主行動計画を策定。

別添
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△：公開の審議会等の場で政府として確認すれば措置済みとされる業種。 　　自主行動計画の深掘り・対象範囲拡大等　各省庁所管業種の進捗状況
×：実行未措置の業種。

凡
例

◎：既に実行済（計画の新規策定、目標引き上げ等を措置済み）の業種。
別添

1. 未策定業種の

策定

2. 定性的目標の

定量化等

3. 政府による
厳格な
フォローアップ

4. 目標引き上げ

日本バス協会：◎

財務省

・昨年9月に新目標（2010年度におけるエネルギー使用原単
位を1990年度比8％削減）を設定。

日本フードサービス協会：△

厚生労働省

・本年3月11日に国税審議会酒類分科会にてフォローアップを
実施。

たばこ製造業（JT）：◎

製薬業（日本製薬団体連合会・日本製薬工業協
会）：◎

・本年1月21日に財政制度等審議会たばこ事業等分科会にて
フォローアップを実施。

・本年４月３０日に定量的目標を設定

・昨年8月に新目標（2010年度におけるＣＯ２排出原単位を
1997年度10%削減）を設定。

精糖工業会：◎

・昨年10月に目標引き上げを実施（CO2排出
原単位を2008～12年度(平均値）に1990年度
比6%削減から24%削減へ）。

日本即席食品工業協会：◎

日本倉庫協会：◎

農林水産省 国土交通省

・本年2月に新目標（2010年度におけるＣＯ２排出原単位を
2005年度比で6%削減）を設定。

・昨年8月に新目標（2010年度におけるＣＯ２排出量を1990年
度比で6%以上削減）を設定。

全国乗用自動車連合会：◎

日本港運協会：◎

日本舟艇工業会：◎

・昨年8月に目標引き上げを実施（2010年度におけるＣＯ２排
出原単位を1996～2010年度見通し値比4%削減から2008～
2012年度（平均値）に1996年度比30％削減へ）。

住宅生産団体連合会：◎

・昨年9月に目標引き上げを実施（CO2排出
量を2010年度に1990年度比20%削減から、
2008～2012年度（平均値）に1990年度比22％
削減へ）。

・昨年9月に目標引き上げを実施（2010年度における建設段
階のＣＯ２排出量を1990年度比7%削減から20%削減へ）。

ビール酒造組合：◎

全日本トラック協会：◎

・昨年8月に新目標（2010年度におけるエネルギー使用原単
位を2002年度比で18%削減）を設定。

文部科学省

本年３月２６日に、「私立病院における地球温暖化対
策自主行動計画策定プロジェクト委員会報告書」を公
表。５月末までに自主行動計画を正式決定・公表予
定。

日本医師会：×

日本生活協同組合連合会：◎

・本年１月3１日に厚生労働省自主行動計画フォロー
アップ会議にてフォローアップを実施。

・本年１月3１日に厚生労働省自主行動計画フォロー
アップ会議にてフォローアップを実施。

全私学連合：◎

・昨年10月31日に2007年度を基準年として2008年
度から2012年度の間においてＣＯ２排出量を毎年
度前年度比１％削減する自主行動計画を策定。
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Ⅳ．改定目標達成計画上の自主行動計画 
 
１． 自主行動計画の再定義、業務・運輸部門への拡大等 
 
◆  Ⅱ章及びⅢ章で示した自主行動計画の拡大・強化を踏まえ、改定目標達成計画（平成 20

年３月 28日閣議決定）において、自主行動計画は、業務・運輸部門、日本経団連非加盟も
含む各部門の個別業種単位の計画であり、また、政府が各業種の自主行動計画の厳格な評
価・検証を「制度」として実施することが明記されている。 

 

自主行動計画の再定義 － 改定目標達成計画 抜粋 － 
 

第３章 第２節 １．（１）① イ

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化
産業・エネルギー転換部門においては、1997年に日本経済団体連合会（日本経団連）が

率先して環境自主行動計画を策定し、2010年度の二酸化炭素排出量を1990年度比±０％
以下に抑制することを目標として掲げている。また、この日本経団連環境自主行動計画に加
えて、業務その他部門・運輸部門を含めた各部門について、日本経団連傘下の個別業種や
日本経団連に加盟していない個別業種が温室効果ガス排出削減計画を策定しており（以下、
これら個別業種単位の計画を「自主行動計画」という。）、産業・エネルギー転換部門の排出
量の約８割、全部門の約５割をカバーするに至っている。

2008年３月末時点で、産業部門においては50業種、業務その他部門においては32業種、
運輸部門においては17業種、エネルギー転換部門においては4業種が定量目標を持つ目標
を設定し、審議会等の評価・検証を受けている。

（参考）改訂前 目標達成計画（平成１７年４月２８日）抜粋

○自主行動計画の着実な実施

産業・エネルギー転換部門においては、1997年に日本経済団体連合会が率先して環境自主行動計
画を策定し、2010年度の二酸化炭素排出量を1990年度比±０％以下に抑制することを目標として掲げ
ている。また、これまでに34業種が業種ごとに定量的に目標を設定した環境自主行動計画を策定してき
ており、産業・エネルギー転換部門の約８割をカバーするに至っている。  

 
業務・運輸部門への拡大 － 改定目標達成計画 抜粋 － 
 

Ｂ．業務その他部門の取組
オフィス等（店舗等サービス業を含む。）の業務部門の二酸化炭素排出量は、床面積の増大もあいまって

1990年度比で４割以上増大しており、省エネルギー法によるエネルギー管理や自主行動計画の着実な実
施等を通じて抑制を図ることとする。
オフィス等で使用される機器の効率向上・普及を図ることにより業務その他部門のエネルギー消費量の

抑制が図られることから、世界最高水準のエネルギー効率を目指し、今後も一層の機器のエネルギー効
率の向上を促進する。

(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化

（再掲：業務その他部門の業種）
2008年３月末時点で、業務部門においては、32業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等の評価・検証を受けている。

Ｄ．運輸部門の取組
運輸部門における二酸化炭素排出量は1990年度比で約２割増大しているが、近年、運輸部門からの排出

量は低下傾向にあり、これを一層着実なものとするため、自動車・道路交通対策、公共交通機関の利用促
進、物流の効率化など総合的な対策を推進する。

(d) 産業界における自主行動計画の推進・強化
（再掲：運輸部門の業種）

2008年３月末時点で、運輸部門においては、17業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等の評価・検証を受けている。

Ｅ．エネルギー転換部門の取組
エネルギー転換部門では、インフラ整備・改革に一定の時間を要するものの、早期に対策に着手し、二酸

化炭素排出原単位の小さいエネルギー源を活用するとともに、エネルギーの安定供給を念頭に置きつつ化
石燃料の環境調和型利用を図る等、供給の効率化を図っていく。

(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化
（再掲：エネルギー転換部門の業種）
2008年３月末時点で、エネルギー転換部門においては、４業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等の評価・検証を

受けている。  
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評価・検証制度（関係審議会等において定期的に実施）－ 改定目標達成計画 抜粋 － 
 

第３章 第２節 １．（１）① イ
Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

(a)産業界における自主行動計画の推進・強化

我が国が京都議定書の削減約束を達成していくためには、こうした自主行動計画の目標が
達成されるべく、産業界がエネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単位の改善等の排出
量を抑制する努力を進めていくことが極めて重要である。そのため、産業界の自主行動計画
の目標、内容についてはその自主性に委ねられるべきものであることを踏まえつつ、社会的要
請に応える観点から、

①計画を策定していない業種においては、新規に策定する
②計画の目標が定性的である業界は、目標を定量化する
③計画については、政府による厳格な評価・検証を実施する
④既に現状が目標を超過している場合には、目標の引き上げを行う

とともに、日本経団連環境自主行動計画の目標が十分に達成され、また、個別業種が自ら
の自主的な目標達成に向けて積極的に取り組むことが奨励される。

政府としては、こうした自主行動計画の透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、
自主行動計画の評価・検証制度として、関係審議会等による定期的なフォローアップの実行を
進める。  

 

２．改定目標達成計画上の削減効果 

 

◆ 改定目標達成計画においては、自主行動計画の拡大・強化の成果を踏まえ、産業部門に加
えて、エネルギー転換、業務、運輸の各部門における削減効果についても算定を行っている。 

 

自主行動計画による各部門の削効果 

１３０万ｔ－ＣＯ２※業務部門

１，３１０万ｔ－ＣＯ２※運輸部門

２３０万ｔ－ＣＯ２

６，５３０万ｔ－ＣＯ２

削減効果

エネルギー転換部門

産業部門

１３０万ｔ－ＣＯ２※業務部門

１，３１０万ｔ－ＣＯ２※運輸部門

２３０万ｔ－ＣＯ２

６，５３０万ｔ－ＣＯ２

削減効果

エネルギー転換部門

産業部門

 
 

※業務・運輸部門については、目標達成計画の他の省エネ施策による削減効果と重複するものとして整理。 
 

なお、上記は、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会合同会合の最
終報告決定・公表時（平成 20 年２月８日）において算定。その後、さらなる自主行動計画の拡大・強
化が行われたが、他の省エネ施策との効果の重複等から大きな追加削減効果はないため、削減効果の再
計算は行っていない。 
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（参考）自主行動計画による各部門の削減効果（内訳等） 

 
【産業部門】 

産業部門の削減効果は（約6530万トン）は、「日本経済の進路と戦略」及び同参考資料
（2008年１月 内閣府）の経済成長見通し等を踏まえ、改定前の目標達成計画上の削減効
果を再計算したもの（約 4630万トン）に、追加削減効果（約1900万トン）を加えたもの
である。 

 

約4,630

約80

約370

0
約4

約100
約380

約▲50
約840
約640

約2,270

現行対策
（万t-CO2）

約1,900

約110

約4

0
0

約20
約70

約580
約200
約940

0

追加対策
（万t-CO2）

(1)自動車、(2)自動車部品、(3)自動車車体、(4)産業車両、(5)建設機械、(6)工作機械、
(7)電機・電子

約530(４)機械

(1)アルミニウム、(2)伸銅、(3)鉱業約120(6)非鉄金属

(1)セメント、(2)板硝子、(3)石灰、(4)ガラスびん約440(5)窯業土石

(1)製紙約1,040(3)紙・パルプ

(1)化学約1,580(2)化学

(1)鉄鋼約2,270(1)鉄鋼

(1)ゴム、(2)電線、(3) 衛生設備機器、(4) 産業機械、(5) ベアリング、(6) 染色、(7) 造船、
(8) 鉄道車輌、(9) 舶用工業、(10)舟艇、(11)製薬

約190(10)中小その他

(1)石灰石鉱業、(2)石油鉱業約4(7)鉱業

(1)ビール酒造、(2)乳業、(3)精糖、(4)清涼飲料、(5)製粉、(6) 冷凍食品、(7) 菓子、
(8）マヨネーズ・ドレッシング、(9)即席食品、(10)缶詰、(11)醤油、(12)植物油、
(13)食肉加工品、(14)パン、(15)スターチ・糖化工業、(16)コーヒー、(17)てん菜糖

約370(9)食料品

(1)建設業、(2)住宅生産0(8)建設業

約6,530

削減効果
（万t-CO2）

業種名１０業種区分

合計 約4,630

約80

約370

0
約4

約100
約380

約▲50
約840
約640

約2,270

現行対策
（万t-CO2）

約1,900

約110

約4

0
0

約20
約70

約580
約200
約940

0

追加対策
（万t-CO2）

(1)自動車、(2)自動車部品、(3)自動車車体、(4)産業車両、(5)建設機械、(6)工作機械、
(7)電機・電子

約530(４)機械

(1)アルミニウム、(2)伸銅、(3)鉱業約120(6)非鉄金属

(1)セメント、(2)板硝子、(3)石灰、(4)ガラスびん約440(5)窯業土石

(1)製紙約1,040(3)紙・パルプ

(1)化学約1,580(2)化学

(1)鉄鋼約2,270(1)鉄鋼

(1)ゴム、(2)電線、(3) 衛生設備機器、(4) 産業機械、(5) ベアリング、(6) 染色、(7) 造船、
(8) 鉄道車輌、(9) 舶用工業、(10)舟艇、(11)製薬

約190(10)中小その他

(1)石灰石鉱業、(2)石油鉱業約4(7)鉱業

(1)ビール酒造、(2)乳業、(3)精糖、(4)清涼飲料、(5)製粉、(6) 冷凍食品、(7) 菓子、
(8）マヨネーズ・ドレッシング、(9)即席食品、(10)缶詰、(11)醤油、(12)植物油、
(13)食肉加工品、(14)パン、(15)スターチ・糖化工業、(16)コーヒー、(17)てん菜糖

約370(9)食料品

(1)建設業、(2)住宅生産0(8)建設業

約6,530

削減効果
（万t-CO2）

業種名１０業種区分

合計

2010年度における削減見込量の算出方法

自主行動計画がなかった場合
のｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 － 自主行動計画の目標達成した場合のｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

自主行動計画が策定された97年以前の経年変
化から回帰推計

Ø2010年度のｴﾈﾙｷﾞｰ原単位を推計。
Ø各業種の目標指標は、CO2排出量、ｴﾈﾙｷﾞー 消費量、CO2原単位、ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位等

があるが、全て1990年度を１とするｴﾈﾙｷﾞｰ原単位に換算。

① エネルギー原単位の改善率を以下のように算出。

② ①で求めたエネルギー原単位の改善率に、活動量・ＣＯ２排出係数を乗じて、２０１０年度における削減見込み量を算出。  
 

削減効果の内訳 

国土交通省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

国土交通省

国土交通省

農林水産省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

農林水産省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

担当省庁

▲76%
（光ファイバー）エネルギー原単位

90年度比 ▲35%→▲77%

▲20%

▲1.8%

±０％※

▲1.2%

▲19%

▲18.0%

▲25.7%

▲8.6%

▲30%

▲13%

▲24.7%

▲12.2%

▲15%

▲15.5%

▲3.01%

▲52.7%

▲7.5%

▲25.4%

▲42.1%

▲27%

▲18.5%

▲34%

▲18%

２００６年度実
績

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 2002年度比 ▲18%

CO2原単位 2000年度比 ▲3%

CO2排出量 2005年度比 ▲3%

CO2原単位 2005年度比 ▲3%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲6% →▲20%

CO2排出量 90年度比 ▲7% →▲20%

CO2排出量 90年度比 ▲20%→▲22%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲7.5%→▲9.05%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲20%→▲25%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲10%→▲11%

CO2原単位 90年度比 ▲6% →▲24%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 90年度比 ▲6% →▲8%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 90年度比 ▲15%→▲21%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲10%→▲12%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲3% →▲3.8%

CO2排出量 90年度比 ▲37%→▲41%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度維持→▲8%

CO2排出量 90年度比 ▲10%  →▲12.5%

CO2排出量 90年度比 ▲21.5%→▲40%

（メタル）エネルギー消費量
90年度維持→▲27%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲13%→▲20%

CO2原単位 90年度比 ▲25%→▲35%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲10%→▲20%

目標の概要

0新規策定日本スターチ・糖化工業会20

0新規策定全日本コーヒー協会21

0新規策定日本ビート糖業協会22

0目標引き上げ精糖工業会17

0目標引き上げ日本舶用工業会19

0目標引き上げ住宅生産団体連合会18

73目標引き上げ日本電線工業会4

0目標引き上げ日本伸銅協会16

4目標引き上げ日本アルミニウム協会14

0定性目標の定量化日本舟艇工業会23

18目標引き上げ日本染色協会8

33目標引き上げ日本ガラスびん協会5

15目標引き上げ日本鉱業協会10

11 目標引き上げ板硝子協会11

15目標引き上げセメント協会9

18 目標引き上げ日本ゴム工業会7

4目標引き上げ日本即席食品工業協会13

557目標引き上げ電機・電子４団体2

4 目標引き上げ日本衛生設備機器工業会15

7 目標引き上げ石灰製造工業会12

26目標引き上げ日本自動車工業会6

202目標引き上げ日本製紙連合会3

939目標引き上げ日本化学工業協会1

削減効果
（万t-CO2）対策業種

国土交通省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

国土交通省

国土交通省

農林水産省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

農林水産省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

担当省庁

▲76%
（光ファイバー）エネルギー原単位

90年度比 ▲35%→▲77%

▲20%

▲1.8%

±０％※

▲1.2%

▲19%

▲18.0%

▲25.7%

▲8.6%

▲30%

▲13%

▲24.7%

▲12.2%

▲15%

▲15.5%

▲3.01%

▲52.7%

▲7.5%

▲25.4%

▲42.1%

▲27%

▲18.5%

▲34%

▲18%

２００６年度実
績

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 2002年度比 ▲18%

CO2原単位 2000年度比 ▲3%

CO2排出量 2005年度比 ▲3%

CO2原単位 2005年度比 ▲3%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲6% →▲20%

CO2排出量 90年度比 ▲7% →▲20%

CO2排出量 90年度比 ▲20%→▲22%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲7.5%→▲9.05%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲20%→▲25%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 95年度比 ▲10%→▲11%

CO2原単位 90年度比 ▲6% →▲24%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 90年度比 ▲6% →▲8%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 90年度比 ▲15%→▲21%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲10%→▲12%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲3% →▲3.8%

CO2排出量 90年度比 ▲37%→▲41%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度維持→▲8%

CO2排出量 90年度比 ▲10%  →▲12.5%

CO2排出量 90年度比 ▲21.5%→▲40%

（メタル）エネルギー消費量
90年度維持→▲27%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲13%→▲20%

CO2原単位 90年度比 ▲25%→▲35%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比 ▲10%→▲20%

目標の概要

0新規策定日本スターチ・糖化工業会20

0新規策定全日本コーヒー協会21

0新規策定日本ビート糖業協会22

0目標引き上げ精糖工業会17

0目標引き上げ日本舶用工業会19

0目標引き上げ住宅生産団体連合会18

73目標引き上げ日本電線工業会4

0目標引き上げ日本伸銅協会16

4目標引き上げ日本アルミニウム協会14

0定性目標の定量化日本舟艇工業会23

18目標引き上げ日本染色協会8

33目標引き上げ日本ガラスびん協会5

15目標引き上げ日本鉱業協会10

11 目標引き上げ板硝子協会11

15目標引き上げセメント協会9

18 目標引き上げ日本ゴム工業会7

4目標引き上げ日本即席食品工業協会13

557目標引き上げ電機・電子４団体2

4 目標引き上げ日本衛生設備機器工業会15

7 目標引き上げ石灰製造工業会12

26目標引き上げ日本自動車工業会6

202目標引き上げ日本製紙連合会3

939目標引き上げ日本化学工業協会1

削減効果
（万t-CO2）対策業種

約 1,900万t-CO2
※全日本コーヒー協会については２００５年度の実績。
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【エネルギー転換部門】 
削減効果の内訳 

CO2原単位

2001年度比▲3%

ＣＯ２排出量
90年度比▲46%→▲59%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位
90年度比▲10%→▲13%

目標の概要

▲10%

▲71%

▲15%

２００６年度
実績

95経済産業省目標引き上げ石油連盟1

経済産業省

経済産業省

担当省庁

52新規策定特定規模電気事業者3

81 目標引き上げ日本ガス協会2

削減効果
（万t-CO2）

対策業種

CO2原単位

2001年度比▲3%

ＣＯ２排出量
90年度比▲46%→▲59%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位
90年度比▲10%→▲13%

目標の概要

▲10%

▲71%

▲15%

２００６年度
実績

95経済産業省目標引き上げ石油連盟1

経済産業省

経済産業省

担当省庁

52新規策定特定規模電気事業者3

81 目標引き上げ日本ガス協会2

削減効果
（万t-CO2）

対策業種

約 230万t-CO2  
【業務部門】 
  削減効果の内訳 

   

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比▲8%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 2000年度比▲18%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 2006年度維持

CO2排出量 2006年度比▲6%

CO2排出量 2005年度比▲5%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2006年度比▲4%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2002年度比▲3%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2006年度比▲1%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2004年度維持→▲15%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

96年維持→▲2%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度維持→▲6%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位
90年度維持→▲20%

目標の概要

▲6%

▲14.4%

±０％

±０％

▲2.2%

±０％

▲2%

±０％

▲26.2%

▲4%

▲10%

▲22.4%

２００６年度
実績

0環境省新規策定全国ペット小売業協会9

0環境省新規策定日本新聞協会8

4経済産業省目標引き上げ日本チェーンドラッグストア協会4

国土交通省

金融庁

金融庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

担当省庁

0 定性目標の定量化生命保険協会10

0新規策定情報サービス産業協会5

0定性目標の定量化日本倉庫協会12

0定性目標の定量化日本損害保険協会11

0 新規策定大手家電流通懇談会7

36目標引き上げ日本百貨店協会2

0新規策定リース事業協会6

14目標引き上げ日本チェーンストア協会3

76目標引き上げ日本フランチャイズチェーン協
会1

削減効果
（万t-CO2）

対策業種

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位 90年度比▲8%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 2000年度比▲18%

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 2006年度維持

CO2排出量 2006年度比▲6%

CO2排出量 2005年度比▲5%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2006年度比▲4%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2002年度比▲3%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2006年度比▲1%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

2004年度維持→▲15%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

96年維持→▲2%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度維持→▲6%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位
90年度維持→▲20%

目標の概要

▲6%

▲14.4%

±０％

±０％

▲2.2%

±０％

▲2%

±０％

▲26.2%

▲4%

▲10%

▲22.4%

２００６年度
実績

0環境省新規策定全国ペット小売業協会9

0環境省新規策定日本新聞協会8

4経済産業省目標引き上げ日本チェーンドラッグストア協会4

国土交通省

金融庁

金融庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

担当省庁

0 定性目標の定量化生命保険協会10

0新規策定情報サービス産業協会5

0定性目標の定量化日本倉庫協会12

0定性目標の定量化日本損害保険協会11

0 新規策定大手家電流通懇談会7

36目標引き上げ日本百貨店協会2

0新規策定リース事業協会6

14目標引き上げ日本チェーンストア協会3

76目標引き上げ日本フランチャイズチェーン協
会1

削減効果
（万t-CO2）

対策業種

約 130万t-CO2
（注）業務用高効率空調機の普及、業務用省エネ型冷蔵冷凍庫の普及等

の省エネ施策の導入等による効果と重複  

【運輸部門】 

   削減効果の内訳 

    

CO2排出量
90年度比▲6%

CO2排出原単位

97年度比▲12%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度▲10.9%→▲18.5%

CO2排出量

98年度比▲6%→▲11%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度比▲6%→▲10%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

95年度比▲7%→▲15%

CO2排出量90年度比
▲20%→▲22%

CO2原単位96年度比
▲10%→▲30%

目標の概要

▲11%

▲10%

▲18.1%

▲8.9%

▲8.9%

▲14%

▲22.8%

▲26%

２００６年度
実績

0.8国土交通省目標引き上げ全国通運連盟5

1.2国土交通省目標引き上げJR九州4

1282国土交通省目標引き上げ全日本トラック協会1

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

担当省庁

0定性目標の定量化日本バス協会7

8目標引き上げJR東海3

0定性目標の定量化全国乗用自動車連合会8

0.7目標引き上げJR四国6

13 目標引き上げJR東日本2

削減効果
（万t-CO2）

対策業界名

CO2排出量
90年度比▲6%

CO2排出原単位

97年度比▲12%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度▲10.9%→▲18.5%

CO2排出量

98年度比▲6%→▲11%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

90年度比▲6%→▲10%

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位

95年度比▲7%→▲15%

CO2排出量90年度比
▲20%→▲22%

CO2原単位96年度比
▲10%→▲30%

目標の概要

▲11%

▲10%

▲18.1%

▲8.9%

▲8.9%

▲14%

▲22.8%

▲26%

２００６年度
実績

0.8国土交通省目標引き上げ全国通運連盟5

1.2国土交通省目標引き上げJR九州4

1282国土交通省目標引き上げ全日本トラック協会1

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

担当省庁

0定性目標の定量化日本バス協会7

8目標引き上げJR東海3

0定性目標の定量化全国乗用自動車連合会8

0.7目標引き上げJR四国6

13 目標引き上げJR東日本2

削減効果
（万t-CO2）

対策業界名

約 1310万t-CO2（注）トラック輸送の効率化、エコドライブの普及促進、鉄道のエネルギー消費効率の
向上等の省エネ施策の導入等による効果と重複  
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３．自主行動計画の今後の課題 

 
◆ 改定目標達成計画において、前回の産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動
計画フォローアップ合同小委員会、中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会
の合同会議のとりまとめ（平成19年12月 14日）及び同とりまとめを踏まえた産業構造審議
会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会合同会合の最終報告（平成 20
年２月８日）を反映し、自主行動計画の今後の課題が指摘されている。 

 
具体的には、政府は厳格な評価・検証を通じ、以下のような課題について取り組むことと

している。 
 

◇ 計画の新規策定や目標引き上げなど、自主行動計画の拡大・強化を引き続き積極的に
推進。 

第３章 第２節 １．（１）① イ

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

(a)産業界における自主行動計画の推進・強化

以下に掲げる業種については、関係各省庁は、今後速やかに、所管業種に対する以下の働き

かけを強化する。

①計画の新規策定
（ぱちんこ、ゲームセンター、証券、病院、大規模展示場）

②定性的目標の定量化
（信用金庫、信用組合、外食）

③政府の厳格な評価・検証の実施
※2008年３月末時点で該当業種なし

④目標水準を現時点で超過している業種に係る目標引き上げ（※は原単位目標の業種）
（ビール酒造、たばこ製造、植物油※、精糖、食肉加工品※、即席食品※、醤油、自動車、鉱
業※、石灰製造、染色、アルミ※、板硝子、ガラスびん、建設機械※、石灰石鉱業※、衛生設
備機器、建設※、鉄道車輌※、百貨店※、ＤＩＹ※、チェーンドラッグストア※、ホテル※、自動
車整備、産業廃棄物処理、石油※、ガス、特定規模電気事業者※）  

 

◇ 2007年度に施行した地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度も活用し、各業種 
  の自主行動計画と個別企業・事業所との関係に係る透明性を向上。 

第３章 第２節 １．（１）① イ

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

a)産業界における自主行動計画の推進・強化

政府における評価・検証は、上記①～④に加え、以下の観点を踏まえて行う。 （略）

◇ 目標達成の蓋然性をより向上するため、各業種を構成する企業間の責任分担の状況等について、

確認・見直しを行うよう促す。 （略）

◇ 自主行動計画の参加事業所の二酸化炭素排出量について、地球温暖化対策推進法に基づく個別

事業所の排出量データを活用し、先進的な取組事例を定量的に示すことも含め、更に積極的な情報

開示を行うよう促す。  
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◇ 目標未達成業種が、今後の対策内容（京都メカニズムクレジットの活用も含む）と
効果を可能な限り定量的・具体的に示すこと等により、目標達成の蓋然性を向上。 
第３章 第２節 １．（１）① イ

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

a)産業界における自主行動計画の推進・強化

◇ 目標の未達幅を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニズムの活用を含む。）とその効果を、可能な

限り定量的・具体的に示すよう促す。そのうち、目標達成が困難となる場合に備えて京都メカニズムを活

用する業種については、クレジットの取得量と取得時期について、可能な限り具体的な見通しを示すよう

促すとともに、取得したクレジットを目標達成に活用する場合は、政府口座に無償で移転することとする。

（参考） 京都メカニズムクレジットの取得予定量 電気事業連合会 ：約１億２０００万トン（2008～2012年度の５年間）

日本鉄鋼連盟 ：約 ４４００万トン（同上）  
 

◇ 原単位のみを目標としている業種に対し、CO2排出量についても併せて目標指標とす
ることを積極的に検討するよう促していく。 
第３章 第２節 １．（１）① イ

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組

(a)産業界における自主行動計画の推進・強化

◇ 京都議定書が温室効果ガス総排出量を目標としていることにもかんがみ、原単位のみを目標指標として
いる業種に対し、二酸化炭素排出量についても併せて目標指標とすることを積極的に検討するよう促す。

 
 

◇ その他、以下のような課題について取り組む。 

◇ 業務その他部門、家庭部門及び運輸部門における対策の抜本的強化が求められているところ、
日本経団連 が加盟業種・会員企業の本社等オフィスにおける二酸化炭素排出削減目標を包括
的・業種横断的に、速やかに設定するよう促すとともに、会員企業の社員の家庭における環境家
計簿の利用拡大等の取組を進めるよう更に促す。

◇ 京都議定書上の第一約束期間が2008年から2012年の５年間にわたることから、計画の目標に
ついても、５年間の平均で達成するものとするよう促す。

◇ 産業界の業務・運輸部門における取組や、民生・運輸部門の排出削減への寄与については、
製品のＬＣＡの観点も踏まえた定量化も含め、可能な限り定量化を行うよう促す。

◇ 自主行動計画に基づく取組について、海外や消費者等への分かりやすい情報発信を行うため、
各業種において、信頼性の高いデータに基づく国際比較等を行うとともに、自主行動計画に基づく
取組について積極的な対外発信を行うよう促す。  
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京都議定書目標達成計画（平成20年３月28日 全部改定） 抜粋 

 

第３章 目標達成のための対策と施策  

第２節 地球温暖化対策及び施策 

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策 
（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策 
① エネルギー起源二酸化炭素 

 

イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策 

Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組 
 
（略） 
 
(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化 
 

産業・エネルギー転換部門においては、1997年に日本経済団体連合会（以
下「日本経団連」という。）が率先して環境自主行動計画を策定し、2010
年度の二酸化炭素排出量を1990年度比±０％以下に抑制することを目標と
して掲げている。また、この日本経団連環境自主行動計画に加えて、業務
その他部門・運輸部門を含めた各部門について、日本経団連傘下の個別業
種や日本経団連に加盟していない個別業種が温室効果ガス排出削減計画を
策定しており（以下、これら個別業種単位の計画を「自主行動計画」とい
う。）、産業・エネルギー転換部門の排出量の約８割、全部門の約５割を
カバーするに至っている。 

 
  ＊業種1ごとの自主行動計画の目標として、各業種の自主的な判断によっ

て、エネルギー原単位、エネルギー消費量、二酸化炭素排出原単位、
二酸化炭素排出量の４通りの指標のいずれかが主に選択されている。 

 
2008年３月末時点で、産業部門においては50業種、業務その他部門にお

いては32業種、運輸部門においては17業種、エネルギー転換部門において
は４業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等の評価・検証を受けて
いる。 

 
                                                 
1ここでの業種とは、自主行動計画の策定主体であり、政府による評価・検証の対象となる団体・組織をい
う。 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 
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産業部門：50業種 
（ビール酒造、たばこ製造、製薬、スターチ・糖化製品、乳業、清涼飲料、パン、
てん菜糖、冷凍食品、植物油、菓子、精糖、食肉加工品、製粉、コーヒー、即席食
品、醤油、缶詰、マヨネーズ・ドレッシング、鉄鋼、化学、製紙、セメント、電機・
電子、自動車部品、自動車、鉱業、石灰製造、ゴム、染色、アルミ、板硝子、ガラ
スびん、自動車車体、電線、ベアリング、産業機械、伸銅、建設機械、石灰石鉱業、
衛生設備機器、工作機械、石油鉱業、産業車両、建設、住宅生産、造船、舶用機器、
鉄道車輌、舟艇） 

業務その他部門：32業種 
（銀行、生命保険、損害保険、電気通信事業、テレコムサービス、民間放送、日本
放送協会、ケーブルテレビ、衛星放送、学校、生協、加工食品卸売、スーパーマー
ケット、コンビニエンスストア、百貨店、家電量販店、ＤＩＹ、情報サービス、チ
ェーンドラッグストア、商社、ＬＰガス、リース、倉庫、冷蔵倉庫、ホテル、国際
旅館、国内旅館、自動車整備、不動産、産業廃棄物処理、新聞、ペット小売） 

運輸部門：17業種 
（船主、トラック、定期航空、内航海運、旅客船、タクシー、バス、民営鉄道、Ｊ
Ｒ東日本、ＪＲ西日本、ＪＲ東海、港湾運送、ＪＲ貨物、ＪＲ九州、ＪＲ北海道、
通運、ＪＲ四国） 

エネルギー転換部門：４業種 
（石油、電気、ガス、特定規模電気事業者） 

 
合計：103業種 

※ 今回（平成20年３月）の本計画改定に当たり自主行動計画の削減効果の算定に含め
た対象は、これら103業種のうち、政府による効果算定（同年２月８日）以降に計画
の新規策定や定性的目標の定量化が政府の関係審議会等において確認された業種等
を除いた85業種（産業部門：49業種、業務その他部門：19業種、運輸部門：14業種、
エネルギー転換部門：３業種）。 

 
  このような事業者による自主行動計画はこれまでのところ成果を上げて
きており、特に、日本経団連環境自主行動計画は産業界における対策の中
心的役割を果たしている。自主的手法には、各主体がその創意工夫により
優れた対策を選択できる、高い目標へ取り組む誘因があり得る、政府と実
施主体双方にとって手続コストがかからないといったメリットがあり、事
業者による自主行動計画ではこれらのメリットが一層活かされることが期
待される。 

  我が国が京都議定書の削減約束を達成していくためには、こうした自主
行動計画の目標が達成されるべく、産業界がエネルギー消費原単位や二酸
化炭素排出原単位の改善等の排出量を抑制する努力を進めていくことが極
めて重要である。そのため、産業界の自主行動計画の目標、内容について
はその自主性にゆだねられるべきものであることを踏まえつつ、社会的要
請にこたえる観点から、 
①計画を策定していない業種においては、新規に策定する 
②計画の目標が定性的である業種は、目標を定量化する 
③計画については、政府による厳格な評価・検証を実施する 
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④既に現状が目標を超過している場合には、目標の引き上げを行う 
とともに、日本経団連環境自主行動計画の目標が十分に達成され、また、
個別業種が自らの自主的な目標達成に向けて積極的に取り組むことが奨励
される。 

 

以下に掲げる業種2については、関係各省庁は、今後速やかに、所管業種に対する
以下の働きかけを強化する。 
①計画の新規策定3 
（ぱちんこ、ゲームセンター、証券、病院、大規模展示場） 

②定性的目標の定量化 
（信用金庫、信用組合、外食） 

③政府による厳格な評価・検証の実施 
※2008年３月末時点で該当業種なし 

④目標水準を現時点で超過している業種に係る目標引き上げ4 
（※は原単位目標の業種） 
（ビール酒造、たばこ製造、植物油※、精糖、食肉加工品※、即席食品※、醤油、
自動車、鉱業※、石灰製造、染色、アルミ※、板硝子、ガラスびん、建設機械※、
石灰石鉱業※、衛生設備機器、建設※、鉄道車輌※、百貨店※、ＤＩＹ※、チェー
ンドラッグストア※、ホテル※、自動車整備、産業廃棄物処理、石油※、ガス、特
定規模電気事業者※） 

 
政府としては、こうした自主行動計画の透明性・信頼性・目標達成の蓋

然性が向上するよう、自主行動計画の評価・検証制度として、関係審議会
等による定期的なフォローアップの実行を進める。 

政府における評価・検証は、上記①～④に加え、以下の観点を踏まえて
行う。 

 
◇ 京都議定書の第一約束期間が2008年から2012年の５年間にわたること
から、計画の目標についても、５年間の平均で達成するものとするよう
促す。 

◇ 目標の未達幅を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニズムの活用を
含む。）とその効果を、可能な限り定量的・具体的に示すよう促す。そ
のうち、目標達成が困難となる場合に備えて京都メカニズムを活用する
業種については、クレジットの取得量と取得時期について、可能な限り
具体的な見通しを示すよう促すとともに、取得したクレジットを目標達
成に活用する場合は、政府口座に無償で移転することとする。 

 
                                                 
2 ①～④の該当項目の課題を措置した旨を、政府の関係審議会等において確認していない（③については、
関係審議会等において実施していない）業種名を挙げている。 
3 本計画の当初策定時点（平成17年４月）で自主行動計画が策定されていない業種における計画の新規策
定については、京都議定書の削減約束の達成に向けて定量的な削減効果を評価する必要があるため、実績
等を踏まえ、定量目標を含めた計画の策定が求められる。 
4 舟艇、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本及びＪＲ北海道については、目標水準を現時点で超過している事実はあ
るものの、社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会合同会議での自主行動
計画の評価・検証の結果、直ちに目標引き上げが必要とは評価されていない。 

が い 
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◇ 目標達成の蓋然性をより向上するため、各業種を構成する企業間の責任 
分担の状況等について、確認・見直しを行うよう促す。 

◇ 京都議定書が温室効果ガス総排出量を目標としていることにもかんが
み、原単位のみを目標指標としている業種に対し、二酸化炭素排出量に
ついても併せて目標指標とすることを積極的に検討するよう促す。 

◇ 自主行動計画の参加事業所の二酸化炭素排出量について、地球温暖化対
策推進法に基づく個別事業所の排出量データを活用し、先進的な取組事
例を定量的に示すことも含め、更に積極的な情報開示を行うよう促す。 

◇ 業務その他部門、家庭部門及び運輸部門における対策の抜本的強化が求
められているところ、日本経団連が加盟業種・会員企業の本社等オフィ
スにおける二酸化炭素排出削減目標を包括的・業種横断的に、速やかに
設定するよう促すとともに、会員企業の社員の家庭における環境家計簿
の利用拡大等の取組を進めるよう更に促す。 

◇ 産業界の業務・運輸部門における取組や、民生・運輸部門の排出削減へ
の寄与については、製品のＬＣＡの観点も踏まえた定量化も含め、可能
な限り定量化を行うよう促す。 

◇ 自主行動計画に基づく取組について、海外や消費者等への分かりやすい
情報発信を行うため、各業種において、信頼性の高いデータに基づく国
際比較等を行うとともに、自主行動計画に基づく取組について積極的な
対外発信を行うよう促す。 
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Ｂ．業務その他部門の取組 
 

オフィス等（店舗等サービス業を含む。）の業務部門の二酸化炭素排出量
は、床面積の増大もあいまって1990年度比で４割以上増大しており、省エネ
ルギー法によるエネルギー管理や自主行動計画の着実な実施等を通じて抑制
を図ることとする。 
オフィス等で使用される機器の効率向上・普及を図ることにより業務その

他部門のエネルギー消費量の抑制が図られることから、世界最高水準のエネ
ルギー効率を目指し、今後も一層の機器のエネルギー効率の向上を促進する。 

 
 
(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化 

（再掲：業務その他部門の業種） 
2008年３月末時点で、業務部門においては、32業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等

の評価・検証を受けている。 

 
（略） 
 
Ｄ．運輸部門の取組 
 
 運輸部門における二酸化炭素排出量は1990年度比で約２割増大しているが、
近年、運輸部門からの排出量は低下傾向にあり、これを一層着実なものとす
るため、自動車・道路交通対策、公共交通機関の利用促進、物流の効率化な
ど総合的な対策を推進する。 

 
（略） 
 
(d) 産業界における自主行動計画の推進・強化 

（再掲：運輸部門の業種） 
2008年３月末時点で、運輸部門においては、17業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等

の評価・検証を受けている。 

 
（略） 
 
Ｅ．エネルギー転換部門の取組 
 
 エネルギー転換部門では、インフラ整備・改革に一定の時間を要するもの
の、早期に対策に着手し、二酸化炭素排出原単位の小さいエネルギー源を活
用するとともに、エネルギーの安定供給を念頭に置きつつ化石燃料の環境調
和型利用を図る等、供給の効率化を図っていく。 

 
(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化 

（再掲：エネルギー転換部門の業種） 
2008年３月末時点で、エネルギー転換部門においては、４業種が定量目標を持つ目標を設定し、

審議会等の評価・検証を受けている。 
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○電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減 

 
 我が国のエネルギー起源二酸化炭素排出量の大きな部分を占める発電部
門において、二酸化炭素排出原単位を低減させることが重要であることか
ら、下記の対策等を講ずる。 

 

・事業者による以下の取組等による自主目標達成の評価・検証を行う。 
Ø 科学的・合理的な運転管理の実現による原子力設備利用率の向上。 
Ø 火力発電の熱効率の更なる向上と環境特性に配慮した火力電源の運用方法の調

整等。 
Ø 事業者による京都メカニズムの活用による京都議定書上のクレジット（排出削減

量）獲得。 
・省ＣＯ２化につながる電力負荷平準化対策を、ヒートポンプ・蓄熱システムや蓄電池、

ガス冷房の普及促進等により推進する。 
・電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成14年法律第62号。
以下「ＲＰＳ法」という。）を着実に施行するとともに、老朽石炭火力発電の天然ガ
ス化転換を促進する。 

 
 

 



※個々の対策効果の排出削減量見込みを試算
　するに際し、対策評価指標以外の想定した
　要因とその計画策定時における見込み

排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

【目標指標】

○ ＣＯ２排出量

ＣＯ２排出量

【目標指標】

○ ＣＯ２排出量

日本たばこ産業株式会社

▲6%ビール酒造組合

【業種（計画策定主体）】 【基準年度】 【目標水準】

日本製薬団体連合会・日本製薬工業協会 1990年度 ±0%

【業種（計画策定主体）】 【目標水準】【基準年度】

（日本経団連、各業種）
自主行動計画の着実な実施に
よる、エネルギー消費原単位の
向上等の排出量を抑制する努
力と、その目標達成
（日本経団連）
加盟業種・会員企業の本社等オ
フィスにおけるＣＯ２排出削減目
標を包括的・業種横断的に設
定。会員企業の社員の家庭に
おける環境家計簿の利用拡大
等の取組促進
（各業種）
①計画を策定していない業種の
新規策定
②計画の目標が定性的である
業種の目標の定量化
③既に現状が目標を超過してい
る業種の目標引き上げ

日本経団連及び個別業種
の自主行動計画の透明
性、信頼性、目標達成の
蓋然性を向上させる観点
からの適切な政府による
厳格な評価・検証の実施

財務省所管業種

1990年度

▲32% （2008年度）1995年度

厚生労働省所管業種

別表１　　エネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の一覧

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

・自主行動計画において各業種が掲
げた目標達成を見込む。

・削減効果算定の対象は、○を付した
49業種。

約6,530

政府による厳格な評価・検証を通じ、以下の
働きかけを行う。
①計画を策定していない業種の新規策定
②計画の目標が定性的である業種の目標の
定量化
③政府による厳格な評価・検証の実施
④既に現状が目標を超過している業種の目
標引き上げ

－

イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策
　Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組
　　(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化

自主行動計画の
着実な実施と評
価・検証

○産業界における自主行動計画の推進・強化（産業部門の業種）

（万t-CO2）
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

【目標指標】

○ ＣＯ２排出原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量

○ ＣＯ２排出量

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

【目標指標】

○ エネルギー消費量

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出原単位

エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

ＣＯ２排出量

ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出量

エネルギー消費量

ＣＯ２排出量

エネルギー消費原単位

1990年度

1990年度

1990年度

1990年度

1990年度

1990年度

○ 日本ゴム工業会
1990年度

1990年度

○ 石灰製造工業会
1990年度

1990年度

○ 日本製紙連合会

セメント協会

電機・電子４団体

○ 日本自動車部品工業会

日本鉄鋼連盟

日本化学工業協会

1990年度

1990年度

日本自動車工業会

日本鉱業協会

1990年度

1990年度

1990年度

経済産業省所管業種

【業種（計画策定主体）】 【目標水準】

▲30%全国マヨネーズ・ドレッシング類協会

【基準年度】

▲3%

▲24%

2005年度

【目標水準】

▲3%

年率▲0.5%

▲6%

1990年度

【基準年度】

2005年度

日本缶詰協会

▲6%

±0%

1990年度

1990年度

日本醤油協会

▲5%

▲5%

2003年度

1990年度

1990年度

日本ハム・ソーセージ工業協同組合

1990年度

1990年度

製粉協会

全日本コーヒー協会

日本即席食品工業協会

1990年度

年率▲1%

▲3%

▲10%

2004年度

日本スターチ・糖化工業会

2000年度

2000年度

1990年度

▲7%

▲20%

▲20%

▲3.8%

▲15%

▲6%

▲22%

農林水産省所管業種

日本パン工業会

▲35%

▲10%

▲20%

▲16%

▲12%

▲8%

▲12.5%

▲8%

▲6%

▲8%

日本植物油協会

全日本菓子協会

精糖工業会

全国清涼飲料工業会

日本冷凍食品協会

日本ビート糖業協会

【業種（計画策定主体）】

日本乳業協会
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

【目標指標】

ＣＯ２排出量

エネルギー消費量

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出量

エネルギー消費量

ＣＯ２排出量

エネルギー消費量

○ ＣＯ２排出量

（銅・アルミ）エネルギー消費量

（光ファイバ－）エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出量

エネルギー消費量

エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量

【目標指標】

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出量住宅生産団体連合会

【目標水準】

▲10%

▲20%

▲18%

▲10%

▲12%

▲20%

日本建設団体連合会・日本土木工業協会・
建築業協会

1990年度

1990年度

石油鉱業連盟

日本産業車両協会

1990年度

1990年度

○ 日本工作機械工業会
1997年度

1997年度

石灰石鉱業協会

日本衛生設備機器工業会

1990年度

1990年度

日本伸銅協会

日本建設機械工業会

1995年度

1990年度

日本ベアリング工業会

日本産業機械工業会

1997年度

1997年度

日本自動車車体工業会

○ 日本電線工業会

1990年度

1990年度

1990年度

○ 日本ガラスびん協会
1990年度

1990年度

日本アルミニウム協会

○ 板硝子協会

1995年度

1990年度

1990年度

○ 日本染色協会
1990年度

1990年度

日本造船工業会・日本中小型造船工業会 1990年度

【業種（計画策定主体）】 【基準年度】

日本舶用工業会 1990年度

▲37%

▲11%

▲22%

▲21%

日本舟艇工業会 2002年度

▲41%

▲40%

▲30%

▲10%

▲27%

▲77%

▲13%

▲12.2%

▲9.05%

▲15%

▲10.3%

▲25%

▲6%

▲6%

▲20%

▲10%

日本鉄道車輌工業会

国土交通省所管業種

1990年度

【業種（計画策定主体）】 【基準年度】 【目標水準】
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

2008

2009

2010

2011

2012

【目標指標】

○ エネルギー消費量

○ エネルギー消費量

○ エネルギー消費量

【目標指標】

エネルギー消費原単位

エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出原単位

ＣＯ２排出原単位

エネルギー消費原単位

エネルギー消費原単位

【目標指標】

ＣＯ２排出量

【目標指標】

ＣＯ２排出原単位

【目標指標】

○ エネルギー消費量

【基準年度】

2000年度

2006年度

【業種（計画策定主体）】

全国銀行協会

生命保険協会

【目標水準】

▲12%

▲2%

▲18%日本損害保険協会 2000年度

2006年度

総務省所管業種

【業種（計画策定主体）】 【目標水準】

電気通信事業者協会

テレコムサービス協会

【基準年度】

1990年度

日本民間放送連盟

日本放送協会

2004年度

2006年度

日本ケーブルテレビ連盟

衛星放送協会

2006年度

2006年度

文部科学省所管業種

【業種（計画策定主体）】 【目標水準】【基準年度】

全私学連合

厚生労働省所管業種

年率▲1%2007年度

【業種（計画策定主体）】

日本生活協同組合連合会

【基準年度】

2002年度

日本加工食品卸協会 ▲10%2000年度

▲30%

▲1%

▲10%

▲8%

▲6%

▲10%

【目標水準】

▲3.4% （2009年度）

（万t-CO2）

農林水産省所管業種

【業種（計画策定主体）】 【目標水準】【基準年度】

・自主行動計画において各業種が掲
げた目標達成を見込む。

・削減効果算定の対象は、○を付した
19業種。

※他の省エネ施策と効果が重複。

130※

金融庁所管業種

イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策
　Ｂ．業務その他部門の取組
　　(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化

○産業界における自主行動計画の推進・強化（業務部門の業種）
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

【目標指標】

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出量

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

【目標指標】

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出原単位

エネルギー消費原単位

フロン破壊量

エネルギー消費原単位

【目標指標】

温室効果ガス排出量

○ ＣＯ２排出量

○ ＣＯ２排出量全国ペット小売業協会

経済産業省所管業種

【業種（計画策定主体）】

日本チェーンストア協会

【基準年度】

1996年度

日本フランチャイズチェーン協会

日本百貨店協会

1990年度

1990年度

大手家電流通懇談会

日本ＤＩＹ協会

2006年度

2004年度

日本LPガス協会

1998年度

1990年度

情報サービス産業協会

日本チェーンドラッグストア協会

2006年度

2004年度

日本倉庫協会

【基準年度】

1990年度

リース事業協会

国土交通省所管業種

▲3%2002年度

日本冷蔵倉庫協会

日本ホテル協会

1990年度

1995年度

2004年度

1990年度

国際観光旅館連盟

日本観光旅館連盟

1997年度

1999年度

環境省所管業種

【目標水準】

▲4%

▲23%

▲7%

▲15%

▲40%

▲7%

【業種（計画策定主体）】

▲8%

▲8%

±0%

【基準年度】

日本自動車整備振興会連合会

不動産協会

【目標水準】

±0%

▲1%

▲4%

【業種（計画策定主体）】

日本貿易会

▲6%

▲4%

▲10%

▲6%

2006年度 ▲6%

2005年度

【目標水準】

±0%

▲5%日本新聞協会

全国産業廃棄物連合会 2000年度
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

2008

2009

2010

2011

2012

【目標指標】

ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出量

○ ＣＯ２排出原単位

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出量

エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ エネルギー消費原単位

○ ＣＯ２排出量

○ エネルギー消費原単位

○産業界における自主行動計画の推進・強化（運輸部門の業種）

【業種（計画策定主体）】

日本船主協会

【基準年度】

（万t-CO2）

日本内航海運組合総連合会

イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策
　Ｄ．運輸部門の取組
　　(d) 産業界における自主行動計画の推進・強化

1996年度

1990年度

全日本トラック協会

1310※

1990年度

・自主行動計画において各業種が掲
げた目標達成を見込む。

・削減効果算定の対象は、○を付した
14業種。

※他の省エネ施策と効果が重複。

国土交通省所管業種

【目標水準】

▲15%

定期航空協会

日本民営鉄道協会

日本旅客船協会

1990年度

1990年度

1990年度

1997年度日本バス協会

全国乗用自動車連合会

1990年度

1990年度

1990年度

1995年度

1990年度

○ ＪＲ東日本

ＪＲ西日本

ＪＲ東海

▲11%

▲18.5%

1990年度

1995年度

全国通運連盟

ＪＲ四国

1998年度

1995年度

1995年度

2005年度日本港運協会

ＪＲ貨物

▲15%

▲22%

▲30%

▲12%

▲3%

▲3%

▲10%

▲6.9%

ＪＲ九州

ＪＲ北海道

▲2%

▲19%

▲6.2%

▲15%

▲6%

▲11%

▲12%
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排出削減見込量の積算時に
見込んだ前提※

地方公共団体が
実施することが

期待される施策例

対策効果

排出削減見込量
具体的な対策 各主体ごとの対策 国の施策

対策評価指標
（2008～2012年度見込

み）

2008

2009

2010

2011

2012

【目標指標】

○ エネルギー消費原単位

ＣＯ２排出量

ＣＯ２排出原単位

○ ＣＯ２排出原単位

2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

（電気事業連合会）
以下の取組等による自主行動
計画の目標値達成に向けた努
力
①科学的・合理的な運転管理の
実現による原子力設備利用率
の向上
②火力発電の熱効率の更なる
向上と環境特性に配慮した火力
電源の運用方法の調整等
③京都メカニズムの活用による
京都議定書上のクレジット（排
出削減量）の獲得

需要家側における省エネルギー対策
等の効果も含め、次の対策等を組み
合わせることにより二酸化炭素排出原
単位を1990年度実績から20%程度低減
する。
・原子力設備利用率の更なる向上
・火力電源の運用調整等による二酸化
炭素排出原単位の改善
・京都メカニズムの活用による二酸化
炭素排出原単位の改善

－

1990年度

日本ガス協会

約1,400～1,500

○電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減

▲3%

1990年度

石油連盟 ▲13%

原子力の推進等
による電力分野に
おける二酸化炭
素排出原単位の
低減

電気事業者の二酸化炭
素排出原単位改善率：
（電気事業連合会：環境
行動計画目標）2008～
2012年度における使用端
二酸化炭素排出原単位を
1990年度実績から平均で
20%程度低減
＜0.34㎏－CO2/kWh程度
までに低減＞

（万t-CO2）

2008～2012年度
の5ヵ年の平均で

0.34程度

電力分野における二酸化炭素排出原単位の
低減のため、以下の取組等を行う。
・「電気事業における環境行動計画」（電気事
業連合会）の目標値達成状況の評価・検証
・安全の確保を大前提に、国民の理解を得つ
つ、官民相協力して原子力を推進
・老朽石炭火力発電の天然ガス化転換費用
の補助など火力発電の高効率化支援
・京都メカニズムの活用に向けた支援
・電気事業者が取得した京都メカニズムクレ
ジットを、算定・報告・公表制度において電気
事業者ごとの二酸化炭素排出係数に反映
・電力負荷平準化対策を、蓄熱システムの普
及促進等により引き続き推進

【業種（計画策定主体）】 【基準年度】

○産業界における自主行動計画の推進・強化（石油、ガス、特定規模電気事業者）

経済産業省所管業種

【目標水準】

・自主行動計画において各業種が掲
げた目標達成を見込む。

・削減効果算定の対象は、○を付した
３業種。

230

特定規模電気事業者 2001年度

○

（万t-CO2）

▲59%

▲86%1990年度

イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策
　Ｅ．エネルギー転換部門の取組
　　(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化
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